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一

序

私
が
中
国
初
期
禅
宗
の
歴
史
に
関
心
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
、
駒
澤
大
学
大
学
院
の
修
士
課
程
に
進
学
し
、

恩
師

の
増
永
霊
鳳
先
生
の

「中
国
仏
教
特
殊
問
題
」
(当
時
は

「中
国
禅
宗
史
特
殊
問
題
」
と
い
う
講
座
は
な
か
っ
た
)
で
、
先
生
が
そ
の
学
位
論
文

「禅
定
思
想
と
そ
の
展
開
」
の
内
、
そ
の
中
国
初
期
禅
宗
を
扱

っ
た
部
分
の
部
厚
い
原
稿
を
持
ち
込
ん
で
さ
れ
た
講
義
を
聞
い
て
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
修
士
論
文
は
中
国
初
期
禅
宗
史

で
い
こ
う
と
思

っ
て
、
岩
波
書
店
刊
行

の
宇
井
伯
寿
先
生
の

『禅
宗
史
研
究
』
や
鈴
木
大
拙

先
生

の

『
禅
思
想
史
研
究
第
二
』
等

の
基
本
的
参
考
書
を
読
み
始
め
て
い
た
そ
の
年
の
十
二
月
、
関

口
真
大
先
生
の

『達
摩
大
師

の
研
究
』

が
あ

ま
り
聞
き
慣
れ
な
い
地
図
の
出
版
を
専
門
と
す
る
彰
国
社
と
い
う
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
書
名
か
ら
は
、
達
摩
大
師
の
何

を
研
究
し
よ
う
と
し
た
の
か
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
実
は
こ
の
書

の
扉
を
み
る
と
、
右
上
に

「関
口
真
大
著
」
と
並
ん
で
表
紙
の

題
名
で
あ
る

「達
摩
大
師
の
研
究
」
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
小
さ
目
の
字

で
記
さ
れ
、
真
中
に
は
ゴ
シ
ッ
ク
体

の
大
き
な
字
で

「達
摩
大

師
の
思
想
と
達
摩
禅

の
形
成
」
と
あ
り
、
す
ぐ
左
隣
に

「新
資
料
に
よ
る
思
想
史
的
基
礎
研
究
」
と

い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
、
左
下
に

「彰

国
社

刊
」
と
い
う
出
版
社
名
が
小
さ
な
字
で
記
さ
れ
て
い
て
、
関
口
先
生
が
こ
の
書
に
よ

っ
て
意
図
さ
れ
た
大
よ
そ

の
事
柄
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
特
に
注
目
さ
れ
た
の
は
、
副
題
に
あ
る

「新
資
料
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
関
口
先
生
は
、
達
摩
大
師
撰
述
と
さ
れ

る
資

料
を
、
「古
來
伝
承
の
達
摩
大
師
撰
述
」
と

「敦
煙

(本
書
で
は
関
口
先
生
は
恐
ら
く
初
期
の
鈴
木
大
拙
先
生
に
倣
っ
て
敦
煙
を
す
べ
て
徽
燵
と
表
記

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
両
先
生
共
に
敦
燵
に
改
め
ら
れ
た
の
で
、
敦
燵
と
す
る
)
出
土
の
達
摩
大
師
撰
述
」
と
に
分
け
て
後
者
を

「新
資
料
」
と
位

置
づ
け
、
こ
の
書

の
大
部
分
を
占
め
る
第

二
章

の

「達
摩
大
師
撰
述
に
つ
い
て
の
諸
問
題
」
で
は
、
後
者
の
新
資
料
、
す
な
わ
ち

「敦
燵

出
土

の
達
摩
大
師
撰
述
」
と
さ
れ
る
諸
資
料

(関
口
先
生
は
こ
れ
を

「達
摩
大
師
論
」
と
総
称
さ
れ
る
が

(四
頁
)、
私
は
こ
れ
を

「達
摩
論
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
て
い
る
)
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
果
し
て
達
摩
大
師
自
身

の
撰
述
で
あ
る
の
か
、
も
し
そ
う
で
な

い
と
す
れ
ば
達
摩
大
師
に
仮
託
し
た
偽

作

の
撰
述
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
偽
作
し
た
人
物
は

一
体
ど

の
系
統
の
い
か
な
る
人
物

で
あ
る
の
か
、
と

い
う
大
胆
な
問
題
提

起
を
さ
れ
、
そ
の
問
題
意
識
の
も
と
に
各
撰
述

の
思
想
内
容
、
真
の
撰
述
者
と
そ
の
系
統
、
他
の
諸
思
想
と
の
関
係
等
を
明
ら
か
に
す
る



77禅 宗東 西 祖 統説 考 一柳田聖山先生の 「禅宗東西祖統樹照表」をめ ぐって一

こ
と

に
よ

っ
て
、
達
摩
大
師
そ
の
人
の
思
想
と
、
そ
れ
が
思
想
史
的
に
展
開
し
て
達
摩
禅
を
形
成
し
て
い
っ
た
実
態

を
解
明
し
よ
う
と
し

た
画
期
的
な
労
作
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
う
し
た
本
書
の
評
価
は
、
当
時
ま
だ
こ
れ
か
ら
研
究
を
始
め
よ
う

と
す
る

一
院
生
が
為

し
得
る
も
の
で
は
な
い
が
、
達
摩
大
師
撰
述
と
さ
れ
る
新
資
料
に
敦
煙
出
土

の
諸
文
献
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
実
際
は

達
摩
大
師
自
身

の
撰
述
で
は
な
い
こ
と
等
の
事
実
が
、
若
い
私
を
虜
に
す
る
の
に
そ
れ
程

の
時
間
は
か
か
ら
な
か

っ
た
。
私
は
赤
鉛
筆
を

片
手
に
傍
線
を
引
き
な
が
ら
、
重
要
事
項
を
欄
外
に
書
き
入
れ
る
と
い
う
方
法
で
し

っ
か
り
と
読
ん
だ
。
そ
れ
は
あ

た
か
も
真
さ
ら
な
紙

に
イ

ン
ク
を
に
じ
ま
せ
る
が
如
く
、
白
紙

の
状
態
に
あ

っ
た
私
の
脳
裏
に
心
よ
く
吸
い
込
ま
れ
て
い

っ
た
。
そ
の
後

の
長
い
研
究
生
活
を

振
り
返

っ
て
み
て
、
こ
れ
程
純
粋
な
気
持

で
読
ん
だ
書
物
は
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
最
近
あ
る
研
究
会

で

「神
会
研
究
と
敦

煙
遺

書
」
と
題
し
て
発
表
す
る
機
会
が
あ
り
、
胡
適
先
生
が
始
め
て
神
会

に
関
す
る
敦
燈
遺
書
を
発
見
し
紹
介
さ
れ
た

『神
会
和
尚
遺
集
』

が
、

一
九
三
〇
年
上
海
の
亜
東
図
書
館
よ
り
出
版
さ
れ

て
よ
り
、
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
三
十
年
近
い
ブ
ラ
ン
ク
の
後
に
、
再
び

「新
校
定
的

敦
燵

写
本
神
会
和
尚
遺
著
両
種
」
を
台
湾

の

『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
二
十
九
号
に
発
表
さ
れ
て
神
会
研
究
に
復
帰
さ

れ
た

一
九
五
八
年
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
前
を
敦
煙
遺
書
第

-
期
、
そ
れ
以
後
を
同
第
H
期
と
す
る
案
を
提
示
し
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の

胡
適

先
生
の
研
究
時
期
以
外
に
も
、

一
九
五
五
年
頃
か
ら

マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
撮
影
の
写
真
に
よ
る
研
究
が
可
能
に
な

っ
た
研
究
方
法
上

の
転

期
が
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
私
自
身
に
、

一
九
五
七
年
暮
に
刊
行
さ
れ
た
先
の
関
口
先
生
の

『
達
摩
大
師

の
研
究
』

の
問
題
意
識

の
新

鮮
さ

に
対
す
る
深
い
思
い
入
れ
が
あ
り
、
関

口
先
生
の

『達
摩
大
師
の
研
究
』
を
も

っ
て
敦
燵
遺
書
に
よ
る
中
国
初
期
禅
宗
史
の
研
究
が

新
た

な
段
階
に
入

っ
た
と
確
信
し
た
こ
と
が
、
先
の
時
代
区
分
を
す
る
大
き
な
理
由
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

さ

て
、
関
口
先
生
は
こ
の
よ
う
に
達
摩
論
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
今

一
人
私
が
中
国
初
期
禅
宗
の
歴
史
に
関
心
を
持

つ
切

っ
掛
け
を

作

っ
て
下
さ

っ
た
の
が
、
柳
田
聖
山
先
生
の
論
文

「燈
史

の
系
譜
」
で
あ
る
。
実
は
こ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た

の
は
、

一
九
五
四
年
四
月

に
刊
行
さ
れ
た

『
日
本
佛
教
学
会
年
報
』
第
十
九
号
に
お

い
て
で
あ
り
、
関
口
先
生

の

『
達
摩
大
師
の
研
究
』
に
先
立

つ
こ
と
三
年
半
余

り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
当
時
は
、
私
は
ま
だ
学
部

の
二
年
生
に
進
級
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
事
に
気
付
く
筈
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は
な
く
、
そ
の
存
在
を
知

っ
た
の
は
、
恐
ら
く
修
士

二
年
に
な

っ
て
修
士
論
文
を
書
く
必
要
に
せ
ま
ら
れ

て
か
ら
の
こ
と
だ

っ
た
と
思
わ

れ
る
。
修
士
論
文
で
は
主
と
し
て

『榜
伽
師
資
記
』
を
資
料
と
し
た
が
、
同
じ
禅
宗
の
歴
史
書
、
す
な
わ
ち
燈
史
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的

展
開
を
大
き
な

ス
ケ
ー

ル
で
体
系
づ
け
ら
れ
た
、
と

い
う
の
は
現
在

の
私
の
こ
の
論
文
に
対
す
る
評
価
で
あ

っ
て
、
当
時
は
禅
宗
の
歴
史

書
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
を
知

っ
た
程
度
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
と
に
か
く
そ
れ
を
図
書
館
か
ら
借

り
出
し
て
筆
写
し
な

け
れ
ば
、
と
の
思
い
に
駆
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
筆
写
と
い
え
ば
、
当
時
禁
帯
出
で
あ

っ
た

『鳴
沙
鯨
韻
解
説
』
な
ど
が

一
番
の
難
物
で
あ

っ

た
が
、
柳
田
先
生
の

「燈
史

の
系
譜
」
は
、
か
な
り
長
文
の
大
論
文
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
写
す
る
の
に
あ
ま
り
苦
痛
を
伴
わ
な

か

っ
た
の
は
、
自
分
に
関
心
が
あ

っ
て
の
上
で
取
り
組
ん
だ
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。
私
の
修
士
論
文
が
、
達
摩
か
ら
弘
忍
乃
至
は
法
融
ま

で
し
か
取
り
扱
え
ら
れ
ず
、
従

っ
て
柳
田
先
生
の

「燈
史
の
系
譜
」
に
関
し
て
も
、
恐
ら
く
直
接
参
照
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か

っ

た
と
思
う
が
、
そ
の
後
博
士
課
程
に
進
学
し
、
東
洋
文
庫
で
敦
捏
遺
書
の
マ
イ
ク

ロ
フ
イ
ル
ム
撮
影
に
よ
る
写
真
を

調
査
し
て
い
た
時
期

に
は
、
『
敦
捏
雑
録
』
所
収

の
北
京
本
鍼
二
九
号

(当
時
柳
田
先
生
は

『聖
冑
集
』
の
別
本
と
さ
れ
て
い
た
が
、
後
に
p
三
九
一
三
号
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ

が

『
壇
法
儀
則
』
の
異
本
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
)
の
筆
写
ノ
ー
ト
を
貸
し
て
い
た
だ
く
等
、
多
大
の
学
恩
を
戴

い
た
。
そ
の
後
先
生
は
、
先
の

「燈
史

の
系
譜
」
を

一
大
発
展
さ
せ
、
内
容
の

一
層
の
充
実
を
は
か
ら
れ
て
、
『初
期
禅
宗
史
書

の
研
究

』
を
、
昭
和

四
十
二
年

(
一
九
六
七

年
)

一
月
、
禅
文
化
研
究
所

『研
究
報
告
』
第

一
冊
と
し
て
禅
文
化
研
究
所
よ
り
発
行
さ
れ
、
直
ち
に
そ
の

一
冊
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
く
光

栄
に
浴
し
た
。
更
に
そ
れ
は
、
そ
の
年
の
五
月
、
法
蔵
館
よ
り
出
版
さ
れ
、
広
く
学
会
を
稗
益
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
柳
田
先
生
の
こ
の
大

著
は
、
先
生
の
幅
広
い
学
殖
と
奥
深
い
洞
察
力
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た

一
大
成
果

で
あ
り
、
そ
の
読
解
に
は
か
な
り
の
学
的
素
養
を
必

要
と
す
る
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
が

一
様
に
認
め
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
後
先
生
は
、
更
に
数
多
く
の
研
究
成
果
を
次
々
と
公
に
さ

れ
、
現
在
そ
れ
ら
を
総
集
し
た

〈柳
田
聖
山
集
〉
全
六
巻

の
刊
行
が
法
蔵
館
に
よ

っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

今

回
私
は
、
『禅
学
研
究
』
第
七
十
九
号
に
寄
稿
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た

の
を
期
に
、
私
が
研
究
の
道
を
志
し
た
当
時
を
振
り
返
り
、

特
に
そ
の
学
恩
に
感
謝
の
意
を
表
し

つ
つ
、
表
記
の
題
目
に

つ
い
て
い
さ
さ
か
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
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さ

て
、
今
回
標
題
と
し
て
掲
げ
た
の
は
、
「禅
宗
東
西
祖
統
説
考
」
で
あ
る
。
学
会

へ
の
登
竜
門
と
さ
れ
る
日
本
印
度
学
仏
教
学
会

で
の

私
の
最
初
の
研
究
発
表
は
、
大
学
院
博
士
課
程
の
二
年
に
在
学
中
の
昭
和
三
十
五
年

(
一
九
六
〇
)
に
、
早
稲
田
大
学

で
開
催
さ
れ
た
学
術

大
会

に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
発
表
題
目
が

「摩
奴
羅

・
鶴
勒
那
付
法
に
関
す
る
敦
焼
新
出
資
料
に

つ
い
て
」
で
あ
り
、
そ
の
翌

年
に
当
る
昭
和
三
十
六
年

(
一
九
六

一
)
に
東
京
大
学
で
開
催
さ
れ
た
次
の
学
術
大
会
に
お
け
る
発
表
題
目
が
、
「付
法

蔵
因
縁
伝
と
禅
の
伝

燈
-
敦
煙
資
料
数
種
を
中
心
と
し
て
ー
」と

い
う
よ
う
に
、
私
の
研
究
対
象
は
『
付
法
蔵
因
縁
伝
』
と
禅
宗
伝
燈
説
の
関
係

を
敦
焼
資
料
に
よ

っ

て
解
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
今
回
の
禅
宗
東
西
祖
統
説

(こ
こ
に
い
う
祖
統
は
、
伝
燈
と
同
義
と
み
て
よ
い
)

の
問
題
は
、
私
自
身
の
研
究
頭
初
か
ら

の
テ
ー

マ
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
私

の
研
究
発
表
を
聞
い
て
お
ら
れ
た
関

口
先
生
は
、

発
表
後
の
質
疑
で
、
私
の
取
り
組
ん
で
い
る
禅
の
伝
燈
説
な
ん
か
歴
史
的
に
は
ま

っ
た
く
無
意
味
な
も
の
で
何
に
も
な
ら
な

い
、
と
い
う

意
味

の
発
言
を
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
後
に

『達
磨

の
研
究
』
を
刊
行
さ
れ
て
、
多
く
の
物
語
に
よ

っ
て
伝
説
化
さ
れ
た
達
磨
を
切
り
捨

て

る
べ
き
だ
、
と
主
張
さ
れ
た
こ
と
と
揆
を

一
に
す
る
発
想
に
立

つ
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
私
は
、
歴
史
を
超
え
た
伝
燈
説
を
創
作
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
自
ら
の
正
法

の
由
來
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
人
び
と
の
存
在
し
た
事
実
、
或

い
は
祖
師
達
摩
の
上
に
自
ら
の
禅
思
想
を
加
上

し
て
禅
宗
初
祖
と
し
て
の
達
磨
像
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
人
び
と
の
存
在
し
た
事
実
こ
そ
、
禅
の
歴
史
を
形
成
し
て
い
っ
た
原
動
力
と
い

う
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
従

っ
て
、
今
回
の
禅
宗
東
西
祖
統
説

の
問
題
も
、
各
時
代

の
禅
者
達
が
、
い
か
に
苦
労
し

て
釈
尊
以
来
の
正
法

の
由
來
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
点
に
視
点
を
置
い
て
見
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
だ
と
考
え
る
。

次

に
こ
の
問
題
を
具
体
的
に
検
討
す
る
に
当
り
、
先
行
す
る
研
究
成
果
を
求
め
る
な
ら
ば
、
前
述
の
柳
田
先
生
の

『初
期
禅
宗
史
書
の

研
究
』
の
末
尾
に
、
綴
込
み
の
形
で
付
さ
れ
た

「付
録
」
の

「禅
宗
東
西
祖
統
封
照
表
」
が
あ
る
。
も

っ
と
も
こ
の
書

の
元
に
な

っ
た

「灯

史
の
系
譜
」
に
も
、
『
禅
経
序
』
、
『
龍
門
壁
刻
付
法
蔵
伝
』、
『
歴
代
法
宝
記
』
、
『敦
燵
本
六
祖
壇
経
』
、
『宝
林
伝
』
の
五
資
料
の
西
天
祖
統

　　
　

対
照
表
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』
の

「付
録
」
と
さ
れ
た

「禅
宗
東
西
祖
統
封
照
表
」
は
、
先
の
五
資
料

に
、
更
に

『
付
法
蔵
伝
』、
『摩
詞
止
観
』
、
『南
宗
定
是
非
論
』、
『左
渓
大
師
碑
』
、
『曹
渓
大
師
伝
』、
『内
讃
佛
法
相
承
血
脈
譜
』
、
『
円
覚
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経
大
疏
砂
』
、
『聖
冑
集
』、
『祖
堂
集
』、
『伝
燈
録
』
の
十
資
料
を
追
加
し
た
十
五
資
料
を
対
照
し
、
年
代
的
に
も
四

=

年
成
立

の

『
禅

経
序
』
か
ら

一
〇
〇
四
年
成
立
の

『伝
燈
録
』
に
至
る
六
百
年
間
に
わ
た
り
、
天
台
宗
系
と
禅
宗
系
の
資
料
の
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
を
網
羅

し
た
極
め
て
充
実
し
た
内
容
の
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

従

っ
て
私
は
、
こ
の
先
行
す
る
成
果
を
十
分
に
活
用
し
、
そ
の
後
に
発
見
さ
れ
た
資
料
を
加
え
て
検
討
す
る
こ
と

が
、
最
善
の
方
法

で

あ
る
と
考
え
、
本
論
考

の
副
題
を
、
「柳
田
聖
山
先
生
の

「東
西
祖
統
説
封
照
表
」
を
め
ぐ

っ
て
」
と
し
た
次
第
で
あ
る
。
尚
、
本
論
考

の

私
の
見
解

の
多
く
は
、
既
に
私
の

『
敦
焼
禅
宗
文
献
の
研
究
』
(
一
九
八
三
年
二
月
、
大
東
出
版
社
)
に
掲
載
済
で
あ
り
、
そ
の
見
解
を
取
り
入

れ
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
先
行
す
る
柳
田
先
生
の

「東
西
祖
統
説
封
照
表
」
の

一
部

の
補
正
と

一
層
の
充
実
を
は
か
る
こ
と
を
意
図
す
る
も

の
で
あ
る
。
以
下
最
初
に
、
柳
田
先
生
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
各
資
料
の
祖
統
説
を
ほ
ぼ
そ
の
順
序
に
従

っ
て
考
察
し
、
そ
の
上
で
、
新
た

に
出
現
し
た
敦
煙
資
料
を
用
い
た
総
合
的
な
検
討
を
加
え
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
禅
宗
祖
統
説

の
歴
史
的
展
開
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た

い

と
考
え
て
い
る
。

二

二
種
の

『
禅
経
序
』
に
つ
い
て

後
に
発
展
す
る
禅
宗
祖
統
説
が
拠
り
所
と
し
た
の
は
、
柳
田
先
生
の

「禅
宗
東
西
祖
統
封
照
表
」
(以
下

「封
照
表
」
)
の
最
初
に
示
さ
れ
る

通
り
、
東
晋

の
仏
陀
践
陀
羅

(三
五
九
-
四
二
九
)
訳
と
さ
れ
る

『達
摩
多
羅
禅
経
序
』
(四
=

、
以
下
『禅
経
序
』)
と
、
北
魏
の
吉
迦
夜

・
曇

曜
訳
と
さ
れ
る

『
付
法
蔵
因
縁
伝
』
(四
七
二
、
以
下

『付
法
蔵
伝
』)
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
『
禅
経
序
』
か
ら
そ
の
祖
統
説
を
検
討
し
て
み

よ
う
。

今

、
『禅
経
序
』
と
い
う
表
現
を
し
た
が
、
こ
の
表
現
に
は
曖
昧
さ
が
伴
う
。
す
な
わ
ち

『
禅
経
』
は
二
巻
か
ら
な

る
が
、
ま
ず
巻
首
に

盧
山
慧
遠
の

「経
序
」
が
あ
り
、
更
に
本
文
巻

一
の
首
部
に
も

「序
」
に
相
当
す
る
部
分
が
あ

っ
て
、
而
も
そ
の
い
ず
れ
に
も
西
天
の
祖

　　
　

統
説
に
関
す
る
記
述
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
両
者
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
ず
慧
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遠
の

「経
序
」
(以
下

「慧
遠
序
」)
で
あ
る
が
、
大
正
蔵
経
巻
十
五
所
収
の

『禅
経
』
を
み
る
と
、
そ
の
標
題
は
、

「達
摩
多
羅
禅
経
巻
上
」

で
あ

り
、
続
い
て

「東
晋
天
竺
三
蔵
佛
陀
祓
陀
羅
課
」
と

い
う
訳
者
名
を
出
し
、
直
ち
に

「経
序
」
の
文
章
と
な

っ
て
い
て
、
こ
の

「経

序
」

が

一
体
誰
の
も
の
で
あ
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
大
正
蔵
経
の
該
当
箇
所
の
脚
註
を
み
る
と
、
宋

・
元

・
明
版

の
三

大
蔵
経
と
宮
内
庁
本
は

「巻
上
」
が

「序
」
と
な

っ
て
お
り
、
続
く
訳
者
名
の
記
載
も
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、

し
か
も

「経
序
」
の

末
尾

の
脚
註
に
よ
る
と
、
前
記
四
本
は
、
改
行
し
て

「達
摩
多
羅
禅
経
巻
上
」
と
あ
り
、
更
に
改
行
し
て

「東
晋
天
竺
三
蔵
佛
陀
践
陀
羅

繹
」
の
訳
者
名
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
、
以
下
巻
上

の
本
文
が
、
「修
行
方
便
道
安
那
般
那
念
退
分
第

一
」
か
ら
始
ま
り
、
続
い
て
帰
敬
頒
、

本
文
序
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
し
て
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
従
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
尚
依
然
と

し
て

「経
序
」

の
作

者
名

は
出
て
こ
な

い
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
僧
祐

の

『
出
三
蔵
記
集
』
巻
九
に
、
「盧
山
修
行
方
便
禅
経
序
第
十
四

慧
遠
法

　　
　

師
」

と
し
て
、
本

「経
序
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

か
く
し
て
こ
の

「経
序
」
が

「慧
遠
序
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
が
、
そ
の

「慧
遠
序
」
の
祖
統
に
関

す
る
部
分
を
見
る
と
、

次
の
如
く
で
あ
る
。

則
是
阿
難
、
曲
承
音
詔
、
遇
非
其
人
、
必
蔵
之
霊
府
。
…
…
幽
関
莫
關
、
空
閣
其
庭
。
・

如
來
泥
日
未
久
、
阿
難
傳
其
共
行
弟
子
末
田
地
、
末
田
地
傳
舎
那
婆
斯
。
此
三
磨
眞
、
成
乗
至
願
、
冥
契
干
昔
。
功
在
言
外
、
経
所

不
辮
、
必
闇
軌
元
匠
、
屏
焉
無
差
。

　　
　

其

後

有

優

波

堀

、

弱

而

超

悟

、

智

紹

世

表

、

才

高

磨

寡

。

…

…

五
部

之

分

、

始

自

於

此

。

-

く
わ

か
く

ひ
ら

則
ち
是
の
阿
難
、
曲
し
く

(如
來
の
)
音
紹
を
承
け
、
其
の
人
に
非
ざ
る
に
遇
わ
ば
、
必
ず

こ
れ
を
霊
府
に
蔵
す

。
…
…
幽
関
は
闇
く

う
か
が

ま
れ

こ

と
莫

く

、

其

の
庭

を

閣

う

こ

と

空

な

り

。

…

…

な
い
お
ん

ぐ

ぎ
ょ
う

如
來
、
泥
日
し
て
未
だ
久
し
か
ら
ざ
る
に
、
阿
難
は
其

の
共
行
の
弟
子
末
田
地
に
伝
え
、
末
田
地
は
舎
那
婆
斯

に
伝
う
。
此
の
三
応

み

あ
ん

の
っ
と

せ
ん
え
ん

真

は
、
成
な
至
願
に
乗
じ
て
、
冥
に
昔
に
契
う
。
功
は
言
外
に
在
り
て
、
経
の
弁
ぜ
ざ
る
所
、
必
ず
闇
に
元
匠
に
軌
り
、
屏
焉
と
し
て
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た
が差

う

こ

と

無

し
。

わ
か

つ

す
く
な

わ
か

其

の
後
、
優
波
堀
有
り
、
弱
く
し
て
超
悟
し
、
智
は
世
表
を
紹
ぎ
、
才
は
高
く
し
て
応
ず
る
も
の
寡
し
。
…
…
五
部

の
分
れ
、
此
よ

り
始
ま
る
。
・

こ
こ
で
は
ま
ず
、

〔多
聞
第

一
と
い
わ
れ
た
〕
阿
難
が
、
如
来
の
奏
で
る
音
楽
に
も
例
え
ら
れ
る
み
教
え
を
曲
し
く
承
け
、
伝
え
る
べ
き

で
な

い
人
に
は
自
ら
の
心
の
奥
に
秘
蔵
し
て
、
そ
の
心
の
扉
を
開
く

こ
と
を
せ
ず
、
容
易
に
そ
の
内
実
を
窺
い
し
め
な
か

っ
た
。
〔と
い
う

状
況

を
示
し
た
上
で
、〕
如
来
が
浬
葉
に
入
り
て
間
も
な
く
、
阿
難
は
修
行
を
共
に
し
た
弟
子
の
末

田
地
に
そ
の
教
え
を
伝
え
、
末
田
地
は

舎
那
婆
斯
に
伝
え
た

〔
こ
と
を
述
べ
、〕
こ
の
三
人
の
聖
者
達
は
、
み
な
求
法
の
誓
願
に
乗
じ
て
、
深
く
如
来
在
世
の
教
え
に
契
い
、
そ
の

功
た

る
や
言
葉
を
超
え
、経

の
説
き
得
な

い
所
で
あ

っ
て
、必
ず
元
匠
た
る
如
来
の
悟
り
に

一
致
し
、
少
し
も
差
う
こ
と
が
な
か

っ
た
。

〔と

し
て
そ
の
行
実
を
讃
え
、〕
更
に
そ
の
後
に
智
慧
も
才
能
も
共
に
秀
れ
た
優
婆
堀
が
出
た
が
、
そ
の
下
に

〔戒
律
の
伝

持
に
関
し
て
〕
五
部

の
分
派
が
生
じ
た
、
と
し
て
い
る
。

従

っ
て
こ
の

「慧
遠
序
」
に
よ
る
限
り
、
如
来
の
法
が
阿
難
、
末
田
地
、
舎
那
婆
斯

の
三
人
の
祖
師

の
問
に
相
承
さ
れ
た
と
す
る
主
張

を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
尚
こ
の

「慧
遠
序
」

の
前
掲
の
阿
難
の
行
実

の
部
分
か
ら
、
阿
難
、
末
田
地
、
舎
那
婆
斯
の
三

応
真

の
行
実
の
部
分
ま
で
を

「盧
山
遠
法
師
禅
経
序
云
」
と
し
て
引
用
し
た

の
が
、
禅
宗
に
お
け
る
西
天
東
土
の
祖
統
説
を
述
べ
た
嗜
矢

と
さ
れ
る
北
宗
系
の

『
唐
中
岳
沙
門
法
如
禅
師
行
状
』
(以
下
『法
如
行
状
』)
で
あ
り
、
そ
れ
を
継
承
し
、
要
約
し
て

「昔
盧
山
遠
上
人
禅
経

序
云
、
仏
付
阿
難
、
阿
難
伝
末
田
地
、
末
田
地
伝
舎
那
婆
斯
。
」
と
し
た
の
が
、
同
じ
く
北
宗
系
の
最
初
の
燈
史
と
さ
れ
る
杜
胎
の

『
伝
法

　　

宝
紀

』
(七
;
頃

)
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
柳
田
先
生
の

「燈
史
の
系
譜
」
に
詳
述
さ
れ

て
い
る
通
り
で
あ
る
。

次

に

『
禅
経
』
の

「本
文
序
」
に

つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
巻
上
は

「修
行
方
便
道
安
那
般

那
念
退
分
第

一
」
か

ら
始

ま
り
、
五
言
八
句

の
帰
敬
頒
に
続
い
て
本
文
の
序
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
仏
世
尊
が
数
息
観
と
不
浄
観

の
こ
甘
露
門
に
よ

っ
て

ち

み
ょ
う

衆
生
久
遠
の
療
冥
を
除
か
し
め
た

こ
と
を
述
べ
た
後
に
、
如
来
の
慧
燈
が
伝
持
さ
れ
た
次
第
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
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佛
滅
度
後
、
尊
者
大
迦
葉
、
尊
者
阿
難
、
尊
者
末
田
地
、
尊
者
舎
那
婆
斯
、
尊
者
優
波
堀
、
尊
者
婆
須
蜜
、
尊
者
僧
伽
羅
叉
、
尊
者

　こ

達
摩
多
羅
、
乃
至
尊
者
不
若
蜜
多
羅
、
諸
持
法
者
、
以
此
慧
燈
、
次
第
傳
授
。
我
今
如
其
所
聞
、
而
説
是
義
。

仏
の
滅
度
さ
れ
た
後
は
、
尊
者
大
迦
葉
、
尊
者
阿
難
、
尊
者
末
田
地
、
尊
者
舎
那
婆
斯
、
尊
者
優
波
堀
、
尊
者

婆
須
蜜
、
尊
者
僧
伽

羅

叉
、
尊
者
達
摩
多
羅
、
乃
至
尊
者
不
若
蜜
多
羅
に
し
て
、
〔上
記
の
〕
諸
も
ろ
の
持
法
の
者
は
、
此
の
慧
燈
を
以

て
次
第
に
伝
授
せ
り
。

我
、
今
、
其
の
聞
く
所

の
如
く
に
、
是
の
義
を
説
か
ん
。

す
な
わ
ち

こ
こ
で
は
、
仏
の
滅
度
の
後
に
は
、
大
迦
葉
以
下
達
摩
多
羅
に
至
る
ま
で
に
八
祖
、
更
に
不
若
蜜
多
羅
に
及
べ
ば
九
祖
に
わ

た

っ
て
仏
世
尊

の
慧
燈
が
伝
授
さ
れ
、
我
、
達
摩
多
羅
は
、
そ
の
教
え
を
聞
く
所
の
ま
ま
に
説
き
示
そ
う
、
と

い
う
以
下
の
説
法
の
前
置

き
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
れ
を
先
の

「慧
遠
序
」
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
阿
難
、
末
田
地
、
舎

那
婆
斯

の
三
祖
は
共

通
す
る
も
の
の
、
特
に
仏

の
次
を
大
迦
葉
と
す
る

「本
文
序
」
と
、
仏
が
阿
難
に
法
を
付
し
た
と
す
る

「慧
遠
序
」

と
で
は
、
基
本
的
に

立
場
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
を

「封
照
表
」
に
掲
載
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
両
者
を
明
確
に
区
別
し
た
上
で
、

上
下

二
段
に
で
も
井
記
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
同
じ

『
禅
経
序
』
で
も
、
前
述

の
北
宗
系
で
は

「慧

遠
序
」
を
、
後
述
す
る
南
宗
系
の
神
会

(六
八
四
-
七
五
八
)
は

「本
文
序
」
を
依
用
し
た
こ
と
が
明
白
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。

三

『付
法
蔵
伝
』
と

『龍
門
石
窟

・
付
法
蔵
伝
』

次
に

『付
法
蔵
伝
』
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
書
は

『
付
法
蔵
因
縁
経
』
と
も
い
わ
れ
、
六
巻
か
ら
な

り
、
大
正
蔵
経
巻
五

十
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
題
名
の
通
り
、
仏
の
説
か
れ
た
法
蔵
が
仏
の
滅
後
イ
ン
ド
の
各
祖
師
の
間

に
付
嘱
し
伝
承
さ
れ

た
次
第
と
そ
の
因
縁
を
伝
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
北
魏
の
吉
迦
夜
と
曇
曜
が
延
興
二
年

(四
七
二
)
に
共
訳
し
た
と
さ
れ
る

か
ら
、
先
の

『
禅
経
序
』
(四
=

)
か
ら
お
よ
そ
六
十
年
後
の
訳
出
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

と

こ
ろ
で

『
付
法
蔵
伝
』
の
西
天
祖
統
説
、
す
な
わ
ち
第

一
祖

の
摩
詞
迦
葉
か
ら
付
法
人
の
最
後
と
さ
れ
る
第

二
十
三
祖
の
師
子
ま
で
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を
巻

数
毎
に
列
記
す
れ
ば
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

第

一
祖
摩
詞
迦
葉

(以
上
巻

一
)、
第

二
祖
阿
難

(以
上
巻
二
)、
第
三
祖
商
那
和
修

(以
上
巻
三
、
四
)、
第
四
祖
憂
波

麹
多
、
第
五
祖
提
多

迦
、
第
六
祖
弥
遮
迦
、
第
七
祖
仏
陀
難
提
、
第
八
祖
仏
陀
蜜
多
、
第
九
祖
脇
比
丘
、
第
十
祖
富
那
奢
、
第
十

一
祖
馬
鳴
、
第
十
二
祖
比

羅
、
第
十
三
祖
龍
樹

(以
上
巻
五
)、
第
十
四
祖
迦
那
提
姿
、
第
十
五
祖
羅
喉
羅
、
第
十
六
祖
僧
伽
難
提
、
第
十
七
祖
僧
伽
耶
舎
、
第
十
八

祖
鳩
摩
羅
多
、
第
十
九
祖
闊
夜
多
、
第
二
十
祖
婆
修
葉
陀
、
第
二
十

一
祖
摩
奴
羅
、
第

二
十
二
祖
鶴
勒
那
夜
奢
、
第

二
十
三
祖
師
子

(以

上
巻
六
)。

こ
の
よ
う
に
、
『付
法
蔵
伝
』
は
第

一
祖
摩
詞
迦
葉
か
ら
第

二
十
三
祖
師
子
に
至
る
西
天
二
十
三
祖
説
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
、

従
来

の
諸
学
者
、
例
え
ば
水
野
弘
元
先
生
、
関
口
真
大
先
生
、
柳
田
聖
山
先
生
等

の
国
内
の
諸
先
生
、
更
に
は
胡
適
先
生

の
如
き
外
国
の

先
生

に
至
る
ま
で
が
、
『
付
法
蔵
伝
』
を
二
十
四
祖
説
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
既
に
拙
著

『敦
燵
禅
宗
文
献

　　
　

の
研
究
』
に
各
先
生
の
主
張
を
引
用
し
、
そ
の
批
判
を
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
今
は
そ
れ
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

と

こ
ろ
で
今
問
題
の

「封
照
表
」
を
見
る
と
、
柳
田
先
生
は
私
が
前
述
し
た
二
十
三
祖
の
内
、
第
二
十

一
祖
摩
奴
羅
と
第

二
十
二
祖
鶴

勒
那
夜
奢
の
間
に

「夜
奢
」
を
入
れ
て
第

二
十
二
祖
と
し
、
従

っ
て
鶴
勒
那
夜
奢
と
師
子
が
繰
り
下
が
り
、
結
果
的

に
師
子
が
第
二
十
四

祖
と
な
る
二
十
四
祖
説
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
後
述
す
る
如
く
柳
田
先
生
が

「燈
史
の
系
譜

」
の
対
照
表
に
、
『
付

法
蔵
伝
』
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
問
題

の
多

い

『龍
門
壁
刻
付
法
蔵
伝
』
を
採
用
さ
れ
、
そ
の
V
像
に

「次
付
夜
奢

比
丘
第

二
十
三
」
と

す
　

刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
由
來
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
こ
の
問
題
も
既
に
論
じ
た
如
く
、
「夜
奢
」
を
付
法
蔵

の
人
に
仕
立
て
上

　れ
　

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
な
事
情
が
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
『付
法
蔵
伝
』
の
本
文
そ
の
も
の
に

「夜
奢
」
を
付
法
蔵

の
人
と
す
る
記

述
は
な
い
の
で
あ
る
。
今

こ
の
問
題
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
再
説
と
な
る
が

『
龍
門
石
刻
録
録
文
』
と

『
付
法
蔵
伝
』
の
該
当
箇
処
を

対
比
し
て
示
す
こ
と
と
す
る
。
(傍
点
筆
者
、
以
下
同
じ
)
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『
龍
門
石
刻
録
録
文
』
(『河
南
洛
陽

龍
門
石
窟
の
研
究
』
三
四
一
頁
)

U

次
付
摩
奴
羅
比
丘
第
廿
二
。

時
婆
修
葉
陀
、
所
鷹
作
已
、
便
捨
其
命
。
次
付
比
丘
摩
奴
羅
、

令
其

流
布
無
上
勝
法
。
彼
摩
奴
羅
、
智
慧
超
勝
。
少
欲
知
足
、
勤

修
苦
行
。
言
僻
要
妙
、
悦
可
衆
心
。
善
能
通
達
、
三
蔵
之
義
。
於

南
天
竺
、
興
大
饒
益
。

V

次
付
夜
奢
比
丘
第
十
三
。

時
摩
奴
羅
滅
度
之
後
、
告
尊
者
號
日
夜
奢
。
辮
慧
聰
敏
、
甚
深

淵
博

。
與
摩
奴
羅
、
功
徳
同
等
。
亦
能
解
了
、
三
蔵
之
義
。
流
布

名
聞
、
成
爲
宗
仰
。

曽
作

一
時
、
彼
摩
奴
羅
、
至
北
天
竺
。
尊
者
夜
奢
、
而
語
之
言
、

恒
河

巳
南
、
二
天
竺
囲
、
人
多
耶
見
、
聰
辮
利
智
。
長
老
若
解
、

音
聲

之
論
、
可
於
彼
生
、
遊
行
教
化
。
我
當
於
此
、
利
安
衆
生
。

時

摩
奴
羅
、
即
如
其
語
、
至
二
天
竺
、
廣
宣
砒
羅
、
無
我
之
論
、

擢
伏

一
切
、
異
道
邪
魔
。

W

次
付
鶴
勒
那
夜
奢
比
丘
第
十
四
。

時

夜
奢
、

所
爲

既
辮
、
捨
身
命
終
。

是
巳
後
、
次
有
尊
者
、
名
鶴
勒
那
夜
奢
。
出
興
於
世
、
受
付
嘱

『
付

法

蔵

因
縁

傅

』

巻

六

(大
正
五
〇
、

三
二

b
～

c
)

〔婆
修
繋
階
〕
、
所
磨
作
已
、
便
捨
其
命
。
次
付
比
丘
摩
奴
羅
雪

令
其
流
布
無
上
勝
法
。
彼
摩
奴
羅
、
智
慧
超
勝
。
少
欲
知
足
、
勤

修
苦
行
、
言
僻
要
妙
、
悦
可
衆
心
。
善
能
通
達
、
三
蔵
之
義
。
於

南
天
竺
、
興
大
饒
益
。

時
脅
尊
者
號
田
夜
奢
。
辮
慧
聰
敏
、
甚
深
淵
博
。
與
摩
奴
羅
、
功
徳

同
等
。
亦
能
解

了
、
三
蔵
之
義
。
流
布
名
聞
、
成
爲
宗
仰
。

曽
於

一
時
、
彼
摩
奴
羅
、
至
北
天
竺
。
尊

者
夜
奢
、
而
語
之
言
、

恒
河
以
南
、

二
天
竺
國
、
人
多
邪
見
、
聰
辮
利
智
。
長
老
善
解
、

音
聲
之
論
、
可
於
彼
土
、
遊
行
教
化
。
我
當
於
此
、
利
安
衆
生
。

時
摩
奴
羅
、
即
如
其
語
、
至
二
天
竺
、
廣
宣
毘
羅
、
無
我
之
論
、

擢
伏

一
切
、
異
道
邪
見
。

所
爲
既
辮
、
捨
身
命
終
。

於
是
巳
後
、
次
有
尊
者
、
名
鶴
勒
那
夜
奢
。
出
興
於
世
、
受
付
嘱
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路 法

廣
宣
流
布
。
福
徳
深
遠
、
才
明
闊
博
、
化
世
迷
惑
、
令
就
正

路 法

廣
宣
流
布
。
福
徳
深
遠
、
才
明
淵
博
、
化
世
迷
惑
、
令
就
正

こ

の
対
比
を
見
る
と
、
『
録
文
』
の
U
は
摩
奴
羅
を
第
二
十
二
祖
と
し
、
〔第
二
十

一
祖

の
〕
婆
修
藥
陀
の
捨
命
に
際
し
、
摩
奴
羅
に
付

法
し
た
と
し
、
以
下
摩
奴
羅
の
行
実
を
述
べ
て
お
り
、
『
付
法
蔵
伝
』
と
も

一
致
す
る
か
ら
問
題
は
な
い
。
と
こ
ろ
が

『
録
文
』
の
V
に
な

る
と
、
最
初
に

『付
法
蔵
伝
』
に
な

い

「次
付
夜
奢
比
丘
第
廿
三
」
の
標
題
を
揚
げ

て
夜
奢
を
付
法
蔵
の
第
二
十
三
祖

に
仕
立
て
上
げ
、
『付

法
蔵

伝
』
で
は

「時
有
尊
者
號
日
夜
奢
。
」
と
い
っ
て
、
た
ま
た
ま
夜
奢
と
い
う
尊
者
が
い
た

こ
と
を
述
べ
た
部
分
を
、

「時
摩
奴
羅
滅
度

之
後

、
告
尊
者
號
日
夜
奢
」
と
改
変
し
、
「摩
奴
羅
が
滅
度
し
た
後
に
、
尊
者
の
夜
奢
と
日
う
に
告
ぐ
」
、
な
ど
と
到
底
あ
り
得
な

い
矛
盾

し
た

表
現
に
な

っ
て
い
て
、
『
録
文
』
作
者

の
苦
し
さ
を
露
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
極
め

つ
け
は
、
『
録
文
』

の
W
の

「次
付
鶴
勒
那

夜
奢

比
丘
第
廿
四
」
の
標
題
の
後
に
、
「時
夜
奢
、
」
の
三
字
を
挿
入
し
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
「夜
奢
」
を
そ
れ
に
続
く

「所

爲
既
辮
、
捨
身
命
終
。」
の
主
語
に
し
、

「時
に
夜
奢
は
為
す
べ
き
所
を
既
に
辮
じ
、
捨
身
し
命
終

っ
た
。」
と
改
変
し
て
い
る
が
、
『
付
法

蔵
伝

』
を
み
れ
ば
、
こ
の

「所
爲
既
辮
、
捨
身
命
終
。」
の
主
語
は
明
ら
か
に
摩
奴
羅
で
あ

っ
て
、
摩
奴
羅
が
捨
身
し
命
終

っ
た

の
で
あ
り
、

そ
れ

に
次
ぐ
尊
者
が
鶴
勒
那
夜
奢
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
何
故

『録
文
』
の
作
者
は
、
「夜
奢
」
を
第
廿
三
代
付
法
蔵
の
人
に
仕
立
て
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　　
　

龍
門

石
窟
の
祖
師
像
は
、
A
か
ら
X
ま
で
の
二
十
四
像

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
既
に
拙
著

で
述
べ
た
如
く
、
破
損
の
多

い
B
、
C
、

D
を
含
め
て
、
そ
の

『
録
文
』
を
注
意
深
く
読
む
な
ら
ば
、
A
が
摩
詞
迦
葉
第

一
、
B
が
阿
難
第
二
、
C
が
商
那
和
修
第

三
、
D
が
優
波

麹
多
第
四
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
次
の
E
の
提
多
比
丘
は
、
こ
の
順
で
い
け
ば

「第
五
」
と
な
る
筈
の
と

こ
ろ
を
、
『
録

文
』

の
作
者
は

「第
六
」
と
録
し
た
た
め
に
、
以
後
実
際
よ
り
は
番
号
が

一
つ
ず

つ
繰
り
下
り
、
X
の
師
子
比
丘
第

二
十
四
が

「第

二
十

五
」

に
な
る
と
い
う
結
果
を
招
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
問
題
な

の
は
、
そ
も
そ
も

『付
法
蔵
伝
』
は
前
述
の
如
く
二
十
三
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祖
説

で
あ
り
、
そ
れ
を
龍
門
石
窟
の
塑
像

の
作
者
が
A
か
ら
X
に
至
る
二
十
四
像
と
し
た
の
は
、
天
台
大
師
智
顕

(五
三
八
-
五
九
七
)
が

『摩

詞
止
観
』
(五
九
四
)
巻

一
の
冒
頭
に
、
『付
法
蔵
伝
』
に
よ
る
西
天
祖
統
説
、
す
な
わ
ち
大
迦
葉
よ
り
師
子
に
至
る
祖

師
名
を
挙
げ

て
法
が

付
嘱
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
最
後
に
、

　ね
　

付
法
蔵
人
、
始
迦
葉
終
師
子
二
十
三
人
。
末
田
地
與
商
那
同
時
、
取
之
則
二
十
四
人
。

と
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
こ
の

『
摩
詞
止
観
』
の
成
立
に
先
立

つ
こ
と
五
年

の
階
の
開
皇
九
年

(五
八
九
)
に
、
河
南
宝
山
霊
泉
寺
の
大
住
聖
窟
南
壁

左
方

に
、
「世
尊
去
世
伝
法
聖
師
」
と
題
し
、
『付
法
蔵
伝
』

の
二
十
三
祖
に
第
三
摩
町
捷
を
加
え
た

二
十
四
祖
像
が
、
霊
裕
に
よ

っ
て
刻

　
お
　

さ
れ

て
い
た
こ
と
が
、
常
盤
大
定

・
関
野
貞
両
先
生
に
よ

っ
て
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
百
年
後
の
初
唐

の
則
天
朝

(六
八

九
-
七
〇
五
)
に
開
繋
さ
れ
た
と
い
う
今
問
題
の
龍
門
石
窟
の
二
十
四
祖
像
も
、
本
来
こ
の
第
三
摩
田
提
を
加
え
た
二
十
四
祖
像
を
意
図
し

た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
『
録
文
』
作
者
は
、
商
那
和
修
の
前
、
す
な
わ
ち
C
に
、
『
付
法
蔵
伝
』
の
表
記
で

あ
る
摩

肝
揚
策
三
を
録
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
し
な
い
で
C
に
商
那
和
修
第
三
、
続

い
て
D
に
優
波

毬
多
第

四
を
録
し
て
し
ま

っ
た
た
め
に
、
先
の
提
多
比
丘
以
下
の
順
位
の

一
つ
ず

つ
の
お
く
れ
と
は
逆
に
、
C
以
後
、
『
録
文
』
が
実
際

の

像
よ
り
も

一
つ
ず

つ
早
く
な
り
、
U
の
摩
奴
羅
比
丘
第

二
十
二
の
後
に
は
鶴
勒
那
夜
奢
と
師
子
の
二
人

の
祖
師
し
か
残

っ
て
い
な

い
の
に
、

像

の
方
は
V
、
W
、
X
の
三
像
が
あ
る
と

い
う
矛
盾
を
来
た
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
何
と
か
解
決
す
る
た

め
に
、
摩
奴
羅
章
に

あ
る
夜
奢
を
急
拠
第
二
十
三
祖
に
仕
立
て
上
げ
、
V
に
録
し
た
結
果
が
現
在
見
る
よ
う
な
龍
門
石
窟
の
二
十
四
祖
像

と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
て

「樹
照
表
」
を
み
る
な
ら
ば
、
『付
法
蔵
伝
』
の
祖
師
名
か
ら
は
本
来
付
法
蔵
の
人
で
は
な
い

「夜
奢
」
を
冊

除
す

べ
き
で
あ
り
、
続
く

『
摩
詞
止
観
』
で
は
、

一
部
文
字
の
訂
正
、
す
な
わ
ち

「僧
法
難
提
」
の

「法
」
を

「怯
」
に
、
「閣
夜
多
」
の

「多
」
を

「那
」
に
改
め
る
必
要
が
あ
り
、
更
に

『龍
門
石
窟

・
付
法
蔵
伝
』
で
は
、
第
二
か
ら
第
五
ま
で
の
順
位
表
記
に
問
題
は
残
る
が
、

録
文

の
内
容
か
ら
し
て
現
在
空
欄
に
な

っ
て
い
る
B
に

「
(阿
難
第
二
)
」
、
C
に

「(商
那
和
修
第

三
)
」、
D
に

「(
優
波
麹
多
第
四
)
」
と
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括
弧
付
で
書
き
入
れ
て
も
い
い
の
で
は
な

い
か
、
と
考
え
る
。

四

達
摩
多
羅
と
菩
提
達
摩

先

述
の
如
く
北
宗
系
の

『法
如
行
状
』
や
そ
れ
を
承
け
た
杜
胎
の

『
伝
法
宝
紀
』
で
は
、

「慧
遠
序
」
に
よ
る
西
天
祖
統
説
に
依

っ
て
い

た
か
ら
、
東
土

の
初
祖
に
な
る
菩
提
達
摩
と

の
結
合
は

"暗
示
"
の
域
を
出
ず
、
特
に
問
題
と
は
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
れ
は
先
に
天
台
智

顎
が
、
今

一
つ
の
拠
り
所
で
あ
る

『
付
法
蔵
伝
』
の
西
天
二
十
三
祖
説
を

『
摩
詞
止
観
』
の
冒
頭
に
用
い
て
、
自
ら

の
止
観
の
仏
法
の
渕

源
を

大
覚
世
尊
に
求
め
な
が
ら
、
二
十
三
祖

の
師
子
に
つ
い
て
は
、

　　

師
子
爲
檀
彌
羅
王
所
害
、
剣
斬
流
乳
。

と
述

べ
、
檀
彌
羅
王
の
為
に
害
せ
ら
れ
、
剣
で
斬
ら
れ
た
と
こ
ろ
乳
が
流
れ
た
、
と
い
う
仏
法
断
絶

の
こ
と
を
い
い
、
こ
れ
に
よ

っ
て
仏

法
の
相
承
さ
れ
た

"事
実
"
を
確
認
し
た
上
で
、
自
ら
の
仏
法
を
説
き
出
そ
う
と
し
た
こ
と
と
同

一
の
発
想
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。

と

こ
ろ
が
、
こ
う
し
た

"観
念
的
"
な
西
天
東
土
の
祖
統
説
に
止
ま

っ
て
い
た
北
宗
系
に
対
し
、
そ
れ
を
批
判
し
て
よ
り

"具
体
的
"

な
如
来
と
自
ら
を
直
結
す
る
西
天
東
土
の
祖
統
説
を
主
張
し
、
自
ら

の
達
摩
正
系
は
勿
論
の
こ
と
、
如
来
に
直
結
す
る
如
来
直
伝
の
仏
法
、

す
な
わ
ち
如
来
禅
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
が
神
会

で
あ
り
、
そ
の
主
張
を
伝
え
る
の
が

『菩
提
達
摩
南
宗
定
是
非
論
』
(七
三
二
、
以
下
『定

是
非
論
』)
で
あ
る
。
今
、
達
摩

の
宗
旨
の
相
伝
付
嘱
、
す
な
わ
ち
東
土

の
祖
統
説
と
、
達
摩
を
遡

っ
た
相
伝
付
嘱
、
す
な
わ
ち
西
天
の
祖
統

説
と

の
各
お
の
の
該
当
箇
処
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
東
土

の
祖
統
説
に
関
し
て
は
、

遠
法
師
問
、
「禅
師
口
稻
達
摩
宗
旨
、
未
審
此
禅
門
者
有
相
傳
付
嘱
、
爲
是
得
説
只
没
説
。
」

和
上
答
、
「従
上
已
來
、
具
有
相
傳
付
嘱
。」

又
問
、
「相
傳
付
嘱
巳
來
、
経
今
幾
代
。
」
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和
上
答
、
「経
今
六
代
。
」

遠
法
師
言
、
「請
爲
説
六
代
大
徳
是
誰
、
並
叙
傳
授
所
由
。
」

和
上
答
・
・後
魏
嵩
山
少
林
寺
有
婆
羅
門
僧
、
字
善
揚
達
摩
、
是
祖
師
。
達
摩

〔在
〕
嵩
山
将
袈
裟
付
嘱
與
可
禅
師
。
北
齊
可
禅
師
在

睨
山
将
袈
裟
付
嘱

〔與
〕
燦
葎
師
・
階
朝
燦
禅
師
在
司
空
山
将
袈
裟
付
嘱
與
信
禅
師
・
唐
朝
信
禅
師
在
隻
峰
山
将
袈
裟
付
嘱
與
忍
禅
師

お
　

唐
朝
忍
禅
師
在
東
山
将
袈
裟
付
嘱
與
鮨
葎
的

経
今
六
代
。
内
傳
法
契
、
以
印
謹
心
、
外
傳
袈
裟
、
以
定
宗
旨
。

…
…
…
」

と
あ

る
如
く
、
菩
提
達
摩
よ
り
可
、
環
、
信
、
忍
の
各
禅
師
を
経
て
能
禅
師
に
至
る
六
代
の
問
に
、
達
摩
の
袈
裟
を
伝
法
の
証
し
と
し
て

相
伝
付
嘱
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

次

に
西
天
の
祖
統
説
に
関
し
て
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

遠
法
師
問
、

「唐
國
善
揚
達
摩
既
稻
其
始
。
菩
提
達
摩
復
承
誰
後
。
又
経
幾
代
。」

和
上
答
・
「善
揚
達
摩
西
國
承
瞥
伽
羅
叉
、
僧
伽
羅
叉
承
須
婆
蜜
、
須
婆
蜜
承
優
婆
堀
、
優
婆
堀
承
舎
那
婆
斯
、
舎
那
婆
斯
承
末
田
地
、

末
田
地
承
阿
難

阿
難
承
迦
葉

迦
葉
承
如
來
付
。
唐
國
以
善
揚
達
摩
而
爲
首
、
西
國
以
菩
提
達
摩
爲
第
八
代
。
西
國
有
般
若
蜜
多
羅
承

善
捷
達
摩
後
・
唐
國
有
恵
可
禅
師
承

〔菩
提
達
摩
〕
後
。
自
如
來
付
西
國
與
唐
國
、
総
経
有

一
十
三
代
。
」

遠
法
師
問
、

「擦
何
得
知
菩
提
達
摩
在
西
國
爲
第
八
代
。
」

　お
　

和
上
答
、
「擦
禅
経
序
中
具
明
西
國
代
歎
。
又
喜
可
葎
帥
親
於
嵩
山
少
林
寺
問
善
揚
達
摩
西
國
相
承
者
、菩
提
達
摩
答

一
如
禅
経
序
所
説
。」

こ

の
問
答
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
崇
遠
法
師
の
西
国

の
相
承
と
代
数
に

つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
神
会

の
答
は
、
前
述
の

『禅
経
序
』

の
内

、
「慧
遠
序
」
で
は
な
く
て

「本
文
序
」
に
依

っ
た
西
天
八
代
説
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
続

い
て
崇
遠
法
師
が
達
摩
西
国
八
代
説
の

根
捺

を
問
う
た
の
に
対
し
、
神
会
が

「禅
経
序
の
中
に
具
に
西
国
の
代
数
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
擦
る
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て

も
明
ら
か
で
あ
り
、
更
に
恵
可
が
達
摩
に
西
国
の
相
承
者
を
問
う
た

の
に
対
し
、
達
摩
が
そ
れ
は

『禅
経
序
』
の
所

説
と

一
如
で
あ
る
と

答
え
た
と
す
る
創
作
ま
で
も
付
加
し
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
一
層
明
確
と
な
る
。
た
だ
神
会
は
、
「本
文
序
」
の
八
代
説
を
用
い
な
が
ら
、
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最
後

の

「達
摩
多
羅
」
を

「菩
提
達
摩
」
に
す
り
替
え
て
、
北
宗
禅
で
は
な
し
得
な
か

っ
た
、
西
国
で
は
仏
か
ら
菩

提
達
摩
に
至

っ
て
八

　　

代
、
唐
国
で
は
菩
提
達
摩
よ
り
恵
能
に
至

っ
て
六
代
、
と
す
る
西
国
と
唐
国
を

一
貫
し
た
西
天
東
土
十
三
代
説
を
始

め
て
主
張
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
慧
能
を
正
系
六
祖
と
し
、
自
ら
が
将
來
七
祖
に
な
り
得
る
よ
う
な
新
た
な
主
張
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

神
会

の
『
定
是
非
論
』
に
お
い
て
は
、
唐
国
の
伝
燈
に
直
結
し
な
い

「慧
遠
序
」
は
ま

っ
た
く
眼
中
に
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、

「封

照
表
」
の

『定
是
非
論
』
の

「末
田
地
」
の
後
に
あ
る

「
(舎
那
婆
斯
)
」
と

「
(優
婆
堀
)
」
は
、

「慧
遠
序
」
に
配
慮

し
て
の
こ
と
で
あ
ろ

う
が
、
当
然
剛
除
す
べ
き
で
あ
り
、
「菩
提
達
摩
」
以
下
の

「恵
能
」
に
至
る
東
土
の
祖
師
名
も
、
「可
」、

「環
」、

「信
」
、
「忍
」、

「能
」

と
す
る
方
が
、
よ
り
原
文
に
近
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

次
に

『
全
唐
文
』
巻
三
二
〇
所
収
の
李
華

の
撰
し
た

『故
左
渓
大
師
碑
』
(七
五
四
)
を
見
て
み
よ
う
。
左
渓
大
師
玄
朗

(六
七
三
-
七
五
四
)

は
、
天
台
智
顕
に
よ

っ
て
確
立
さ
れ
た
天
台
宗
の
五
祖
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の

『故
左
渓
大
師
碑
』
に
は
、
天
台
法
門
の
系
譜
に
先
立

っ

て
禅
宗
の
祖
統
説
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

先
仏
滅
度
、
仏
以
心
法
付
大
迦
葉
、
此
後
相
承
凡
二
十
九
世
。
至
梁
魏
問
、
有
菩
薩
僧
菩
提
達
摩
禅
師
。
伝
榜
伽
法
、
八
世
至
東
京

聖
善
寺
宏
正
禅
師
。
今
北
宗
是
也
。
又
達
摩
六
世
大
通
禅
師
、
大
通
又
授
大
智
禅
師
、
降
及
長
安
山
北
寺
融
禅
師
。
蓋
北
宗
之

一
源
也
。

又
達
摩
五
世
至
環

〔忍
〕
禅
師
。
環

〔忍
〕
禅
師
又
授
能
禅
師
。
今
南
宗
是
也
。
又
達
摩
四
世
至
信
禅
師
、
信
又
授
融
禅
師
、
住
牛
頭

　　
　

山
。
今
径
山
禅
師
承
其
後
也
。

こ
こ
に
は
ま
ず
西
天
の
祖
統
説
と
し
て
、
仏
が
滅
度
に
先
立

っ
て
心
法
を
大
迦
葉
に
付
し
、
此

の
後
相
承
す
る
こ
と
凡
そ
二
十
九
世
、

梁
と
魏
の
間
に
菩
薩
僧
の
菩
提
達
摩
が
有

っ
て
、
そ
の
下
か
ら

(大
照
禅
師
普
寂
を
経
て
)
宏
正
禅
師
に
至
る
の
と
、
大
智
禅
師

(義
福
)
を
経

て
山
北
寺
融
禅
師
に
至
る
の
が
北
宗
、
弘
忍
か
ら
慧
能
禅
師
に
至
る
の
が
南
宗
、
道
信
か
ら
牛
頭
山
の
融
禅
師
を
経

て
径
山
禅
師

(法
欽
)

に
至

る
の
が
牛
頭
宗
と
い
う
よ
う
に
、
北
宗
の
二
系
統
に
南
宗
と
牛
頭
宗
を
加
え
た
三
宗

の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。

つ
ま
り
西

天
の
祖
統
説
に
関
し
て
は
、
具
体
的
祖
師
名
こ
そ
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
二
十
九
代
説
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
第
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二
十

九
祖
が
菩
薩
僧
菩
提
達
摩
禅
師
で
あ

っ
て
、
以
下
東
土

の
三
宗

へ
と
展
開
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ

の
西
天
二
十
九
代
説
は
、
禅
宗
の
西
天
祖
統
説
と
し
て
は
最
初

の
も
の
で
あ
る
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
北
宗

系
が

『禅
経
』
の

「慧

遠
序

」
を
用
い
、
南
宗
系
が
同
じ
く

『
禅
経
』
の

.本
文
序
」
を
用
い
た
の
で
あ
り
、
『
禅
経
』
の

「本
文
序
」
と

『
付
法
蔵
伝
』
を
結
合

し
た

こ
の
二
十
九
代
説
は
、
残
る
牛
頭
宗
が
北
宗
、
南
宗
と
対
決
す
る
第
三
の
立
場
を
主
張
す
る
た
め
に
、
新
た
に
立
て
た
代
表
的
な
主

　の
　

張
で
は
な
い
か
、
と
の
推
論
が
か

つ
て
柳
田
先
生
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
証
す
る
確
た
る
証
拠

は
現
在
も
尚
見
出
す

こ
と
は
で
き
な

い
。
た
だ
こ
の

『
禅
経
』

の

「本
文
序
」
と

『付
法
蔵
伝
』
を
結
合
し
た

二
十
九
代
説
が
、
そ
の
後

に
四
川
省
成
都
に
展

開
す
る
浄
衆
宗

・
保
唐
宗
の
燈
史
で
あ
る

『
歴
代
法
宝
記
』
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
地
か
ら

「封
照
表
」
を
見

る
な
ら
ば
、
現
在
数
字
の
み
ー
か
ら
28
ま
で
を
列
記
し
、
そ
の
後
に

「菩
薩
僧
菩
提
達
摩
禅
師
」
と
さ
れ
て
い
る
最
初
の
ー
の
前
に
、
「先

仏
滅
度
、
仏
以
心
法
付
」
を
双
行
で
記
し
、
続
く
数
字

の
ー
の
下
に

「大
迦
葉
」
を
記
す
方
が
、
よ
り
原
文
に
近
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

尚
東
土
に
つ
い
て
は
、
三
宗
が
あ

っ
て
複
雑
な
た
め
、
具
体
的
な
表
記
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
「
(以
下
、
北
宗

二
系
、
南
宗
、
牛
頭
宗
の

相
承

の
記
載
あ
り
)
」
と
で
も
表
記
す
る
方
法
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

次

に

『
歴
代
法
宝
記
』
に
移
ろ
う
。
こ
の
書
は
先
の

『故
左
渓
大
師
碑
』
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
十
年
後
の
成
立
で
あ
り
、
そ
れ
を
依
用
し

た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

『
歴
代
法
宝
記
』
は
、
そ
の
巻
首
に
こ
の
書
が
依
用
し
た
三
十
七
種

の
文
献
を
列
記
す
る
が
、

そ
の
中
で
正
法
の
由
來
を
述
べ
る
に
際
し
て
、

案
付
法
蔵
経
云
、
釈
迦
如
來
滅
度
後
、
法
眼
付
嘱
摩
詞
迦
葉
、
迦
葉
付
嘱
阿
難
、
阿
難
付
嘱
末

田
地
、
・…
-

(中

略
)
…
…
摩
肇
羅

　れ
　

付

嘱
鶴
勒
那
、
鶴
勒
那
付
嘱
師
子
比
丘
、
師
子
比
丘
付
嘱
舎
那
婆
斯
已
、
故
従
中
天
竺
國
來
向
厨
賓
国
。

と
あ

る
如
く
、
『付
法
蔵
伝
』
の
末
田
地
を
含
む
二
十
四
祖
説
を
挙
げ

て
、
釈
迦
如
來
の
滅
後
、
法
眼
が
摩
詞
迦
葉
か
ら
師
子
比
丘
ま
で
付

嘱
さ

れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
し

『
付
法
蔵
伝
』
は
、
こ
の
師
子
比
丘
が
弥
羅
掘
王
の
破
仏
に
遭

っ
て
殺
害
さ
れ
、
法
が
断
絶

し
た
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
は
東
土
の
祖
統
に
結
び

つ
か
な
い
。
そ
こ
で

『
歴
代
法
宝
記
』
の
作
者
は
、

こ
の

『付
法
蔵
伝
』
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の
師
子
比
丘
以
後
の
記
述
を
大
胆
に
改
窟
し
た
。
す
な
わ
ち
前
述
の
如
く
、
ま
ず
師
子
比
丘
が
舎
那
婆
斯
に
付
嘱

し
已
わ

っ
た
こ
と
を
述

べ
、
そ
の
上
で
破
仏
を
断
行
し
た
弥
羅
掘
王
の
発
心
帰
仏
が
あ
り
、
師
子
比
丘
に
よ

っ
て
仏
法
が
再
興
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
後
は
、

舎
那
婆
斯
付
嘱
優
婆
掘
、
優
婆
掘
付
嘱
須
婆
蜜
多
、
(須
婆
蜜
多
)
付
嘱
僧
迦
羅
叉
、
(僧
迦
羅
叉
)
付
嘱
善
揚
達

磨
多
羅
。
西
國
二
十
九

ま
　

代

、
除
達
摩
多
羅
二
十
八
代
也
。

と
あ

っ
て
、
舎
那
婆
斯
-
優
婆
掘
ー
須
婆
蜜
多
-
僧
迦
羅
叉
-
菩
提
達
摩
多
羅
の
五
代
に
相
付
さ
れ
た
と
し
、
そ
の
結
果
、
「西
国
二
十
九

代
、
達
摩
多
羅
を
除
け
ば
即
ち
二
十
八
代
な
り
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
五
代
の
祖
統
説
は
、
『禅
経
』
の

「本
文
序
」
の

大
迦
葉
か
ら
達
摩
多
羅
に
至
る
八
代
説
の
内
、
『付
法
蔵
伝
』
と
重
複
す
る
大
迦
葉
-
阿
難
ー
末
田
地
の
三
祖
を
除

い
た
も
の
で
、
こ
こ
に

『
付
法
蔵
伝
』
の
末
田
地
を
含
む
二
十
四
祖
と

『禅
経
』
の

「本
文
序
」
の
五
祖
と
を
結
合
し
た
二
十
九
祖
説
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
こ
の

『禅
経
』
の

「本
文
序
」
を
用
い
た
神
会

の

『
定
是
非
論
』
は
、
最
後
の
達
摩
多
羅
を
菩
提
達
摩

に
す
り
変
え
た
こ
と

は
既
に
見
た
通
り
で
あ
り
、
ま
た
同
じ
祖
統
説
を
主
張
し
た
と
み
ら
れ
る

『
故
左
渓
大
師
碑
』
も
、
最
後
は

「菩
薩
僧
菩
提
達
摩
禅
師
」

と
し
て
、
達
摩
多
羅
を
菩
提
達
摩
に
改
変
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
に
、
こ
の

『
歴
代
法
宝
記
』
の
作
者
は
、
菩
提
達
摩
と
達
摩
多
羅
と
い

う
本
来
ま

っ
た
く
関
係

の
な
い
二
人
の
人
物
を
、
「達
摩
」
の
共
通
項
に
よ

っ
て
結
合
し
、
「菩
提
達
摩
多
羅
」
と

い
う

一
人
の
人
物
に
仕

立
て
上
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
直
後
に
、
「達
摩
多
羅
を
除
け
ば
即
ち

二
十
八
代
な
り
」
と
い
っ
て
、
こ
の
人
物
が
本
来
は
達
摩
多

羅
で
あ
る
こ
と
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
。
更
に
ま
た
、
そ
の
直
後
に
は
、
「達
摩
祖
肺
は
自
か
ら

二
十
八
代
首
尾
相
伝
し
、
僧
迦
羅
叉
を
承

く
。
」
と
も
い

っ
て
、
達
摩
祖
師
も
用
い
る
な
ど
混
乱
は
は
な
は
だ
し
い
。
神
会
の
強
引
さ
に
較
べ
れ
ば
ほ
ほ
え
ま
し
い
作
意
で
あ
る
が
、

大
変
な
苦
心
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
、
先
の
弥
羅
掘
王
の
破
仏

の
話
の
改
窟
と
同
様
で
あ
る
。

以
上
に
よ

っ
て

「封
照
表
」
を
見
る
な
ら
ば
、

「釈
迦
如
来
滅
度
後
」

「摩
詞
迦
葉
」
よ
り

「菩
提
達
摩
多
羅
」
ま

で
の
西
国
二
十
九
代

の
具
体
的
祖
師
名
が
明
記
さ
れ
た
点
で
、
『
歴
代
法
宝
記
』
の
資
料
価
値
は
高
い
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中

で
、
「優
婆
掬
多
」
の

「婆

」
は

「波
」
に
、
「羅
候
羅
」
の

「候
」
は

「喉
」
に
訂
正
を
要
す
る
。
尚
、
東
土
の
祖
統
に
関
し
て
は
、
系
譜

の
か
た
ち
で
は
示
さ
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れ
て
は
い
な
い
が
、
祖
師
の
伝
記
が
、
「梁
朝
、
第

一
祖
菩
提
達
摩
多
羅
禅
師
」
、
「北
斉
朝
、
第

二
祖
恵
可
禅
師
」
、

「階
朝
、
第
三
祖
環
禅

師
」
、

「唐
朝
、
第
四
祖
信
禅
師
」、
「唐
朝
、
第
五
祖
弘
忍
禅
師
」
、
「唐
朝
、
第
六
祖
紹
州
曹
渓
能
禅
師
」
の
順
で
記
さ
れ
、
以
下
則
天
武

后
に
よ
る
伝
衣
の
取
り
換
え
が
あ

っ
て
、
そ
れ
が

「徳
純
寺
智
読
」
、
「徳
純
寺
処
寂
」、

「浄
衆
寺
無
相
」
、
「保
唐
寺
無
住
」

へ
と
伝
承
さ

れ
た

こ
と
を
ふ
ま
え

つ
つ
、
各
祖
師
の
略
伝
と
禅
法
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
し
て
、
「菩
提
達
摩
多
羅
」
の
左
に

「第

一
祖
菩
提
達
摩
多
羅
」

を
併

記
し
、
そ
の
後
に

「第

二
祖
恵
可
」
、
「第
三
祖
環
」、

「第
四
祖
信
」
、
「第
五
祖
弘
忍
」
、
「第
六
祖
能
」
と
し
、

そ
の
横
に

「
(以
下
、

智
読

よ
り
無
住
に
至
る
四
祖

の
相
承
を
記
す
)
」
と
で
も
記
載
し
た
ら
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

次

に

『曹
渓
大
師
伝
』
(七
八
一
)
に
移
ろ
う
。
こ
の
書
は
そ
の
標
題

の
通
り
曹
渓
大
師
六
祖
恵
能
の
伝
記
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
そ
の
祖

統
説
に
関
説
す
る
の
は
、
恵
能
が
弘
忍
の
下
で
の
大
法
相
続
を
述
べ
た
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
を
示
す
と
次

の
如
く
で
あ
る
。

忍
大
師
告
能
日
・
如
來
臨
般
浬
磐

以
甚
深
般
若
波
羅
蜜
法
、
付
嘱
摩
討
返
藁
・
迦
葉
付
防
難

阿
難
付
断
郡
和
修
、
和
修
付
憂
波

衡
多
。
在
後
展
轄
相
傳
・
西
風
経
一.一十
八
粗
、
至
於
達
磨
多
羅
大
師
・
漢
地
爲
初
祖
・
付
嘱
恵
可
。
可
付
環
、
燦
付
讐
峰
信
・
信
付
於

　お
　

吾

(忍
)
　
。
吾
今
欲
逝
。
法
囑
於
汝

(龍
)。
汝
可
守
護
、
無
令
断
絶
。

ま
ず
前
半
で
は
、
如
来
の
甚
深
般
若
波
羅
蜜
の
法
が
摩
詞
迦
葉
ー
阿
難
1
商
那
和
修
-
憂
波
掬
多
と
伝
承
さ
れ
、
以
後
展
転
相
伝
し
て

西
国

の
二
十
八
祖
を
経
て
達
磨
多
羅
大
師
に
至

っ
た
と
い
う
か
ら
し
て
、
先

の

『
歴
代
法
宝
記
』
の
西
天
二
十
九
代
説
の
内
、
末
田
地
を

欠
い
た
二
十
八
代
説
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
達
磨
多
羅
を

二
十
八
代
と
し
て
い
る
の
は
、
「摩
」
を

「磨
」
と
し
て
い
る
も
の
の
、

『禅
経

』
の

「本
文
序
」
の
表
記
を
踏
襲
し

つ
つ
、
実
際
に
は
後
半
の
最
初
に
見
る
よ
う
に
、
「漢
地
に
て
初
祖
と
為

り
、」
と
い
う
菩
提
達

摩
を
意
味
す
る
と
い
う
複
雑
さ
を
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
漢
地
で
は
、
恵
可
、
燦
、
信
、
忍
、
能
と
付
嘱
さ
れ
、
能

は
忍
よ
り

「汝
、
守

護
し
て
、
断
絶
せ
令
む
る
こ
と
無
か
る
可
し
。
」
と
遺
誠
さ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

と

こ
ろ
で

一
つ
問
題
が
あ
る
の
は
、
「西
國
経
二
十
八
祖
」
の

「経
」
の
字
が
、
伝
教
大
師
最
澄
将
来
の
か

つ
て
の
国
宝
比
叡
山
本
と
続

蔵
本

に
は
あ

っ
て
、
無
著
道
忠
自
筆
本
と
興
聖
寺
本
に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て

「経
」
が
あ
る
と
す
る
と
、
先

に
読
ん
だ
如
く

「西
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国
の
二
十
八
祖
を
経
℃
、
達
磨
多
羅
大
師
に
至
り
、
」
と
な
り
、
達
磨
多
羅
大
師
は
二
十
九
祖
に
な
る
べ
き
だ
し
、
ま
た

・経
」
が
な
け
れ

ば
、

「西
国
の
二
十
八
祖
、
達
磨
多
羅
大
師
に
至
り
、」
と
な

っ
て
、
達
磨
多
羅
大
師
は
二
十
八
祖
に
な
る
。
し
か
し
先
に
み
た
よ
う
に
、

西
天
祖
統
説
は
末

田
地
を
欠
く

『付
法
蔵
伝
』
の
二
十
三
祖
に

『
禅
経
』
の

「本
文
序
」
の
五
祖
を
結
合
し
た
二
十

八
祖
説
で
あ
る
か
ら
、

達
磨
多
羅
大
師
は
二
十
八
祖
で
あ
る
筈
で
あ
る
。

す
な
わ
ち

こ
こ
に
、
過
渡
的
な

『故
左
渓
大
師
碑
』
と

『
歴
代
法
宝
記
』
の
西
天
二
十
九
祖
説
か
ら
、
西
天
二
十

八
祖
説

へ
と
移
行
す

る
変
化
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
し
て

「封
照
表
」
を
見
れ
ば
、
西
天
の
部

分
は
適
切
で
あ
る
が
、

「
二
十
八
祖
達
磨
多
羅
」
は

「達
磨
多
羅
大
師
」
と
し
、
更
に
そ
の
後
に

「恵
可
」
、

「燦
」
、
「信
」
、
「忍
」
、
「能
」
を
加
え
る
べ
き
で
あ

る
と
考
え
る
。五

舎
那
婆
斯
系
祖
統
説
の
諸
相

既

に
見
た
通
り
、
『
付
法
蔵
伝
』
の
摩
田
提

(『禅
経
序
』
は
共
に
末
田
地
)
を
含
め
た
二
十
四
祖
に
、
『禅
経
』
の

「
本
文
序
」
の
舎
那
婆
斯

以
下

の
五
祖
を
加
え
れ
ば

二
十
九
祖
説
、
摩
田
提
を
除
く
二
十
三
祖
に
五
祖
を
加
え
れ
ば
二
十
八
祖
説
と
な
る
が
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

『付
法
蔵
伝
』
の
最
後
の
師
子
比
丘
か
ら
、
『
禅
経
』
の

「本
文
序
」
の
舎
那
婆
斯

へ
の
付
法

の

"
創
作
"
を
前
提
と

し
た
単
純
明
解
な
祖

統
説

で
あ
る
。
し
か
し
前
項
の
最
後
で
述
べ
た
通
り
、
二
十
九
祖
説
は
あ
く
ま
で
過
渡
的
な
も
の
で
あ
り
、
『
曹
渓
大
師
伝
』
(七
八

一)
が

摩
田
提

(末
田
地
)
を
除
く
二
十
入
祖
説
を
説
き
出
す
と
、
そ
の
後
に
二
十
九
祖
説
を
説
く
も
の
は
皆
無
と
な
り
、

二
十
八
祖
説
が
定
着
し

て
い
く

の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
二
十
八
祖
説
を
見
る
と
、
必
ず
し
も
摩
田
提

(末
田
地
)
を
除
く
だ
け
で
は
な
い
し
、
舎
那
婆
斯
以
下
の
五

祖
に

つ
い
て
も
順
序
や
祖
師
名
に
混
乱
が
見
ら
れ
、
不
確
実
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
師
子
比
丘
か
ら
舎
那
婆
斯

へ
の
付
法

を
説
く

一
群
の
資
料
を
舎
那
婆
斯
系
と
呼
び
、
そ
の
祖
統
説
に
つ
い
て
順
次
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
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具
体
的
に
師
子
比
丘
と
舎
那
婆
斯

の
付
法
相
承
を
説
く
の
は
、
先
述
の

『
歴
代
法
宝
記
』
で
あ
り
、
そ
れ
に
先
立

つ

『
故
左
渓
大
師
碑
』

と
そ
れ
に
続
く

『曹
渓
大
師
伝
』
と
は
、
共
に
具
体
名
こ
そ
出
し
て
い
な

い
が
、
同
じ
舎
那
婆
斯
系
の
付
法
相
承
説

に
立

つ
も
の
と
み
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
の
舎
那
婆
斯
系
の
資
料
を

「封
照
表
」
に
求
め
る
な
ら
ば
、
敦
焼
本

『
六
祖
壇
経
』
(七
九
〇
頃
、
以
下

『壇
経
』)、
最

澄
の

『内
謹
佛
法
相
承
血
脈
譜
』
(八
一
九
、
以
下

『血
脈
譜
』)、
宗
密

の

『
円
覚
経
大
疏
砂
』
(八
二
一二
、
以
下

『大
疏
砂
』)
の
存
在
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
以
下
こ
れ
ら
を
順
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず

『
壇
経
』
で
は
、
六
祖
恵
能
の
入
滅

の
日
に
当
る
先
天
二
年

(七
一
三
)
八
月
三
目
の
食
後
に
、
六
祖
恵
能
が

門
人
達
を
集
め
て
別

れ
の
言
葉
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
法
海
が
頓
教

の
法
の
伝
授

の
由
来
を
問
い
、
そ
れ
に
対
す
る
六
祖
の
答
の
形
で
西
天
東
土
の
祖
統
説
が
説

き
示
さ
れ
て
い
る
。
今
、
近
年
公
に
さ
れ
た
敦
燵
県
博
物
館
本
〇
七
七
號

(以
下
敦
博
本
)
の

『壇
経
』
に
よ

っ
て
、
問

題
の
あ
る
箇
処
を
抄

出
し

て
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

法
海
問
言
、
「此
頓
教
法
傅
受
、
従
上
巳
來
至
今
幾
代
。」

六
祖

言『

「初
傳
授
七
傍
、
羅
迦
牟
且
弗
策
七
、
大
迦
葉
第
八
、
阿
難
第
九
、
末
困

(町
)
培
第
十
、
商
那
和
修

第
十

一
、
優
婆
鞠
多

第
十
二
、
提
多
迦
第
十
三
、
〔彌
遮
迦
第
十
四
を
欠
く
〕

佛
陀
難
提
第
十
四
、
…
…

(中

略
)
-
…
.摩
奴
羅
第

二
十
八
、
鶴
勒
那
第

二

十
九
・
師
子
姥
丘
第
三
十
・
舎
那
婆
斯
第
三
十

一
、
優
婆
膝
第
三
十
二
、
瞥
迦
羅
第
三
十
三
、
須
婆
蜜
多
第
三
十

四
、
南
天
竺
國
王
子

第

三
太
子
善
揚
達
摩
第

三
十
五
、
唐
國
僧
恵

(慧
)
可
第
三
十
六
、
倍
褒
第
三
十
七
、
道
信
第
三
十
八
、
弘
忍
第

三
十
九
、
恵

(熱
)
能

自
身
當
今
受
法
第
四
十
。」

　　

大
師
言
、
「今

日
巳
後
、
逓
相
傳
受
、
須
有
依
約
、
莫
失
宗
旨
。」

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
最
初
に

「初
め
七
佛
に
伝
授
す
、
釈
迦
牟
尼
仏
第
七
、
大
迦
葉
第
八
、
」
と
あ

っ
て
、
後
に

『
祖
堂
集
』
(九

五
二
)
に
そ
の
具
名
を
示
す

「過
去
七
仏
」
を
意
味
す
る

「七
仏
」
の
語
が
初
出
す
る
こ
と
で
あ
り
、
従

っ
て
釈
迦
牟
尼
仏
は
第
七
、
本
来

祖
統

説
で
は
第

一
と
さ
れ
る
大
迦
葉
が
第
八
と
い
う
よ
う
に
、
実
際
よ
り
は

「七
」
多

い
順
位
数
が
付
さ
れ

て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
従

っ
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て
菩
提
達
摩
が
第
三
十
五
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
第

二
十
八
と
な
り
、
二
十
八
祖
説
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
が
、
末
田
地
第

十
、
す
な
わ
ち
第
三
に
末
田
地
を
含
む
か
ら
し
て
、
二
十
八
祖
説
に
な
る
た
め
に
は
他

の
い
ず
れ
か
の
祖
師
が
欠
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
引
用
文
中
に

〔

〕
で
示
し
た

「第
七
祖
彌
遮
迦
」
で
あ
る
。
従
来
弥
遮
迦
を
欠
く
祖
統
説
は
他
に
例
を
見
な
か

っ
た
が
、
こ
れ

が
新
出
の
敦
煙
文
献
P
二
七
九

一
、
P
三
二

一
二
、
(尚
S
五
九
八
一
は
該
当
箇
所
を
欠
く
)
に
存
在
す
る
、
法
相
宗
で
成

立
し
た
と
み
ら
れ
る

『付

嘱
法
蔵
伝
略
抄
』
の
抄
録
で
あ
る

『
略
抄
砂
』
(擬
)
(七
六
六
)
に
前
例
が
あ
る
こ
と
は
、
後
述
す
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
舎
那
婆
斯
以

後
菩
提
達
摩
に
至
る
五
祖
に
つ
い
て
み
る
と
、
『
禅
経
』
の

「本
文
序
」
の
婆
須
蜜
-
僧
伽
羅
叉
が
、
『壇
経
』
で
は
僧
伽
羅
-
須
婆
蜜
多

と
順
序
が
逆
に
な
り
、
表
記
も
異
な

っ
て
い
る
。

「樹
照
表
」
に
は

「婆
須
蜜
多
第
三
十
四
」
と
あ
る
が
、
『
壇
経
』

は
S
五
四
七
五
、
敦

博
本

共
に

「須
婆
蜜
多
」
と
あ
る
か
ら
し
て
、

「婆
須
」
を

「須
婆
」
に
改
め
る
必
要
が
あ
る
。

次

に
最
澄
の

『血
脈
譜
』
に
移
ろ
う
。
円
密
禅
戒
の
四
宗
相
承
を
な
し
て
日
本
仏
教

の
成
立
に
画
期
的
な
役
割
を

果
し
た
伝
教
大
師
の

名
に
ふ
さ
わ
し
い
最
澄
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
承

の

「師
師
血
脈
譜
」
都
合
五
首
を
示
さ
れ
た
の
が

『血
脈
譜
』
で
あ

り
、
こ
の
五
首
の
最

初
に
あ
る
の
が

「達
摩
大
師
付
法
相
承
師
師
血
脈
譜

一
首
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
各
祖
師

の
略
伝
を
述
べ
る
に
際

し
、
参
照
し
た
資
料

名
を
挙
げ
て
お
り
、
釈
迦
種
族
と
釈
尊
伝
に
つ
い
て
は

『
西
國
佛
祖
代
代
相
承
傳
法
記
』
(以
下

『傳
法
記
』)
と

『周
書

〔異
記
〕
』
に
よ
り
、

摩
詞
迦
葉
か
ら
菩
提
達
磨

に
至
る
西
天
祖
統
説
に
関
し
て
は

『
傳
法
記
』
に
よ

っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
今
そ
れ
を
示
せ
ば
次
の
如

く
で
あ
る
。

垂
　
繹
迦
大
牟
尼
尊
-
摩
詞
迦
葉
ー
阿
難
i
商
那
和
修
-
優
婆
麹
多
-
提
多
迦
ー
彌
遮
迦
-
佛
陀
難
提
ー
佛
陀
蜜
多
ー
脇
比
丘
-
富

羅
奢
ー
馬
鳴
菩
薩
ー
比
羅
比
丘
ー
龍
樹
菩
薩
i
迦
那
提
婆
ー
羅
喉
羅
-
僧
伽
難
提
ー
僧
伽
耶
舎
ー
鳩
摩
羅
駄
ー
闊
夜
多
ー
婆
須
契
陀
ー

　ゐ
　

摩
奴
羅
ー
鶴
勒
耶
舎
ー
師
子
尊
者
ー
舎
那
婆
斯
-
婆
須
密
ー
僧
伽
羅
叉
-
優
婆
掘
ー
菩
提
達
磨

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『付
法
蔵
伝
』
の
摩
田
提
を
欠
く
二
十
三
祖
に
、
『禅
経
』
の

「本
文
序
」
の
舎
那
婆
斯
以
下

の
五
祖
を
加
え
た
二
十

八
祖

説
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
も
舎
那
婆
斯
の
次
に
來
る
べ
き
優
婆
掘
が
二
代
後
に
な
る
と
い
う
相
異
が
み
ら
れ
る
。

ま
た

『付
法
蔵
伝
』
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の
第

十
代
の

「富
那
奢
」
の

「那
」
が

「羅
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
忠
実
で
あ
る
。
そ
の
後
に

『
傳
法
記
』
に
よ

っ
て
、
師

子
尊
者
と
提
王

(『付
法
蔵
伝
』
で
は
彌
羅
掘
王
)
と
の
問
答
と
達
磨
大
師
の
渡
來
の
因
縁
、
そ
の
後
伝
衣
に
よ

っ
て
恵
能

に
到
る
六
代
の
相
承

の
あ

っ
た
こ
と
を
述
べ
、
西
天
の
祖
統
説
を
終
る
。

次

に
改
め
て

「後
魏
達
磨
和
上
」
を
挙
げ
、
そ
れ
以
下

「大
日
本
國
比
叡
山
前
入
唐
受
法
沙
門
最
澄
」
に
至
る
東
土
と
日
本
に
及
ぶ
十

祖
の
祖
統
説
、
す
な
わ
ち
、

　あ
　

達
磨
ー
慧
可
ー
僧
礫
ー
道
信
ー
弘
忍
-
大
通
i
普
寂
-
道
躇

(以
上
東
土
)
ー
行
表
-
最
澄

(以
上
日
本
)

と
次
第
す
る
十
人
の
祖
師
名
と
、
各
祖
師
毎
に
資
料
名
を
挙
げ

て
略
伝
を
記
し
て
い
る
。

以
上
を
勘
案
し
て

「封
照
表
」
を
見
る
な
ら
ば
、
西
天
の
祖
統
説
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
が
、
東
土
以
降

の
祖
統
説
に

つ
い
て
は
、

現
在

「菩
提
達
磨
」
の
左
側
に
細
字
に
て

「
(後
魏
達
磨
和
上
)
」
と
記
載
す
る
部
分
を
、
「菩
提
達
磨
」
に
併
記
し
て

「達
磨
和
上
」
と
し
、

以
下

「慧
可
」、

「僧
礫
」、

「道
信
」
、
「弘
忍
」
と
し
、
他
の
資
料
の

「恵
能
」
に
相
当
す
る
部
分
に
は
、
「
(以
下
、
大
通
よ
り
最
澄
に
至

る
五
祖
の
相
承
を
記
す
)」
と
で
も
記
載
し
た
ら
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

舎
那
婆
斯
系
の
最
後
は
、
宗
密
の

『
大
疏
砂
』

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
巻

三
之
下
の

「第
八
修
謹
門
」
中
に
、

疏
展
轄
干
今
者
西
域
一.一十
八
祖
・
柑
承
惇
法
・
如

一
燈
照
百
千
燈
・

冥
者
皆
明
・
明
終
無
翻
・

と
述

べ
て
、
宗
密
の
主
張
す
る
西
天
東
土
の
祖
統
説
が
西
天

(西
域
)
二
十
八
祖
、
東
土

(此
方
)
七
祖
説
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
更

に
そ

の
内
容
を
具
体
的
に
祖
師
名
に
順
位
を
加
え
た
名
称
を
挙
げ

つ
つ
論
述
し
、
或
い
は
細
字
雌
又行
に
て
註
釈
を
加
え
て
い
る
。
今
、
繁

を
去
け
て
そ
の
名
称
の
み
を
列
記
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

如
來
滅
度
之
後
、
…
…
迦
葉

(當
)
第

一
、
阿
難
第
二
、
商
那
和
修
第
三
、
(和
修
親
稟
阿
難

不
稟
末
肝
揚
、
故
當
第

ご
、
優
婆
麹
多
第

四
、

提
多
迦

(當
其
)
第
五
、
彌
遮
迦
第
六
、
佛
陀
難
提
第
七
、
佛
陀
密
多
第
八
、
脇
比
丘
第
九
、
富
那
奢
第
十
、
馬
鳴
菩
薩
第
十

一
、
砒
羅

尊

者
第
十

二
、
龍
樹
菩
薩
第
十
三
、
迦
那
提
婆
第
十
四
、
羅
喉
羅
第
十
五
、
僧
伽
難
提
第
十
六
、
僧
伽
耶
舎
第
十
七
、
鳩
摩
羅
駄
第
十
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八
、
閣
夜
多
第
十
九
、
婆
修
盤
陀
第
二
十
、
摩
奴
羅
第

二
十

一
、
鶴
勒
那
夜
遮
第

二
十
二
、
師
子
比
丘
第
二
十
三
、
舎
那
婆
斯
第
二
十

四
、
優
婆
掘
第
二
十
五
、
婆
須
密
第
二
十
六
、
僧
伽
羅
叉
第
二
十
七
、
達
磨
多
羅
策

一.一十
八
、
達
磨

(至
北
方
當
其
)
策

↓
、
慧
可
第

二
、

　　

僧

環
第
三
、
道
信
第
四
、
弘
忍
第
五
、
慧
能
第
六
、
神
會
第
七
。

す
な
わ
ち
西
天
の
祖
統
に
関
し
て
は
、

「商
那
和
修
第
三
」
の
下
に
先
に
括
弧
で
示
し
た
記
述
を
細
字
雌又
行
で
註

記
し
、
「商
那
和
修
は

親
し
く
阿
難
に
稟
け
、
末
田
提
に
稟
け
ず
、
故
に
第
三
な
る
べ
し
。」
と
述
べ
て
、
末
田
提

(末
田
地
)
を
除
い
た

『
付
法
蔵
伝
』
の
二
十
三

祖
を
忠
実
に
承
け
、
そ
れ
に

『禅
経
』
の

「本
文
序
」

の
舎
那
婆
斯
以
下
の
五
祖
を
加
え
た
西
天
二
十
八
祖
説
を
主
張
し
て
い
る
。
特
に

舎
那
婆
斯
以
下
の
五
祖
に
関
し
て
も
、
他
の
い
か
な
る
資
料
よ
り
も
本
来
の

「本
文
序
」
に
忠
実
な
表
記
が
な
さ
れ

て
お
り
、
西
天
の
第

二
十
八
祖
に
つ
い
て
も
、

「本
文
序
」
の

「達
摩
多
羅
」
の

「摩
」
を

「磨
」
と
は
す
る
も
の
の
、
「達
磨
多
羅
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
続
く
東
土
の
第

一
は
、

「達
磨
が
北
方
に
至
り
て
其
の
第

一
な
る
べ
し
」
と
し
て
、
「達
磨
多
羅
」
か
ら

「(菩
提
)
達
磨
」

へ
の
す
り

変
え
を
サ
ラ
ッ
と
し
て
い
る
あ
た
り
は
、
こ
の
書
に
よ

っ
て
自
ら
の
荷
澤
宗
の
派
祖

で
あ
る
神
會
を
第
七
祖
に
位
置
づ
け
、
自
ら
そ
の
神

會
に
始
ま
る
荷
澤
宗
の
第
五
祖
を
以

っ
て
任
じ
る
宗
密

の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

以
上
の

『大
疏
砂
』
の
内
容
か
ら
し
て

「封
照
表
」
を
見
る
な
ら
ば
、
「迦
葉
第

一
」

の
前
に

「如
來
滅
度
之
後
」
を
加
え
、

「達
摩
多

羅
第

二
十
八
」
は
、
先
に
述
べ
た
如
く

「達
磨
多
羅
第

二
十
八
」
に
改
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
併
記
し
て

「達
磨
第

一
」
を
加
え
、

以
下

「慧
可
第

二
」、

「僧
環
第

三
」
、
「道
信
第
四
」
、
「弘
忍
第
五
」
、
「慧
能
第
六
」
、

「神
會
第
七
」
を
列
記
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
宗
密

の
主
張
す
る
西
天
東
土
の
祖
統
説
が
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

六

婆
須
蜜
系
祖
統
説
の
確
立

『禅
経
』
の

「本
文
序
」
は
、
尊
者
大
迦
葉
よ
り
尊
者
達
摩
多
羅
に
至
る
八
代
の
伝
統
相
承
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
六
代

目
の
尊
者
婆
須
蜜
を
将
ち
来

っ
て
、
今

一
つ
の
西
天
祖
統
説
の
拠
り
所
と
さ
れ
る

『
付
法
蔵
伝
』
の
第
六
組
彌
遮
迦

に
次
ぐ
第
七
祖
に
仕
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立
て
上
げ
、
か
く
し
て
本
来
第
七
祖
で
あ

っ
た
佛
陀
難
提
が
第
八
祖
と
な

っ
て
以
下
が
順
次

一
代
ず

つ
繰
り
下
り
、
第

二
十
四
祖
と
な

っ

た
師

子
比
丘
以
下
が
、
『禅
経
』
の

「本
文
序
」
の
第
四
代
目
の
尊
者
舎
那
婆
斯

の
脱
化
と
み
ら
れ
る
婆
舎
斯
多
を
第

二
十
五
祖
、
同
じ
く

「本
文
序
」
の
第
九
代
目
の
尊
者
不
若
蜜
多
羅
か
ら
、
不
如
蜜
多
と
般
若
多
羅
の
二
人
を
脱
化
さ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第

二
十
六
祖
と
第
二
十

七
祖

と
し
、
か
く
し
て
第
二
十
八
祖
菩
提
達
摩
に
連
続
す
る
新
た
な
西
天
二
十
八
祖
説
を
創
唱
し
た
の
が
、
馬
祖
系
で
成
立
し
た
と
さ
れ

る

『
宝
林
伝
』
(八
〇

一
)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
先
の
舎
那
婆
斯
系
の
西
天
二
十
八
祖
説
が
、
『
禅
経
』
の

「本
文
序
」
と

『付
法
蔵
伝
』
を

両
者

の
重
複
を
除

い
て
単
純
に
結
合
し
た

の
に
較
べ
れ
ば
、
か
な
り
大
胆
な
作
為
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
新
た

な
西
天
二
十
八
祖
説

を
婆

須
蜜
系
と
呼
ん
で
、
以
下
こ
の
系
統

の
資
料
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。

　ゆ
　

と

こ
ろ
で
こ
の
系
統
の
資
料
の
成
立
と
展
開
に
関
し
て
は
、
既
に
柳

田
先
生
が
注
目
さ
れ

て
い
る
通
り
、
北
宋
の
崇
寧

二
年

(
一
一
〇
三
)

成
立

の
惟
白

の

『
大
蔵
経
綱
目
指
要
録
』
巻
八
の
末
に
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

大
唐
貞
元
中
、
金
陵
沙
門
恵
矩
、
將
此
祖
偶
往
曹
渓
、
同
西
天
勝
持
三
蔵
、
重
共
参
校
、
井
唐
初
已
來
傳
法
宗
師
機
縁
、
集
成
寳
林

陣
。
光
化
中
、
華
嶽
玄
偉
輝
師
、
集
貞
元
已
來
出
世
宗
師
機
縁
、
將
此
祖
偶
作
其
基
緒
、
編
為
玄
門
聖
冑
集
。
開
平
中
、
南
岳
三
生
蔵

惟
勤
頭
陀
、
又
録
光
化
已
後
出
世
宗
匠
機
縁
、
又
以
祖
偶
爲
由
致
、
集
成
績
寳
林
傳
。
皇
宋
景
徳
中
、
呉
僧
道
原
、
集
開
平
巳
來
宗
師

機
縁
、
成
惇
燈
録
上
進
。
真
宗
皇
帝
、
勅
翰
林
學
士
楊
億
、
兵
部
員
外
郎
季
維
、
太
常
丞
王
曙
同
議
校
勘
、
備
検

古
今
傳
記
讃
之
、
尋

　　
　

具
奉
聞
、
降
詔
作
序
、
編
入
大
蔵
頒
行
。

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
唐

の
貞
元

(七
八
五
i
八
〇
五
)
中
、
金
陵
沙
門
恵
矩
と
勝
持
三
蔵
に
よ

っ
て

『宝
林
伝
』
が
集
成
さ
れ
、
同
じ
く

光
化

(八
九
八
-
九
〇
一
)
中
、
華
嶽
玄
偉
禅
師
に
よ

っ
て

『
聖
冑
集
』
が
編
纂
さ
れ
、
五
代
の
開
平

(九
〇
七
1
九

一
一
)
中
、
南
嶽
惟
勤
頭

陀
に
よ

っ
て

『続
宝
林
伝
』
が
集
成
さ
れ
、
北
宋

の
景
徳

(
一
〇
〇
四
1
一
〇
〇
七
)
中
、
呉
僧
の
道
原
に
よ

っ
て

『
(景
徳
)
傳
燈
録
』
が
完

成
さ
れ
、
そ
れ
が
真
宗
皇
帝

の
勅
に
よ

っ
て
入
蔵
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『宝
林
伝
』
を
継
承
す
る
資
料
と
し
て
は
、
『
聖

冑
集
』
(八
九
九
)、
『続
宝
林
伝
』
、
『傳
燈
録
』
(
一
〇
〇
四
)
の
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
内
、
『宝
林
伝
』
は
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巻
七
、
九
、
十

の
三
巻
を
欠

い
て
お
り
、
『
続
宝
林
伝
』
は
現
存
せ
ず
、
『
聖
冑
集
』
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
如
く
敦
煙
文
献
や

『宝
林
伝
』

等
に
よ

っ
て
そ
の

一
部
を
窺

い
得
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
全
貌
を
窺
い
得
る
の
は

『傳
燈
録
』
の
み
で
あ
る
。

一
方
、
中
国
で
は
早
く
散
逸

し
た
た
め
に
惟
白

の
知
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か

っ
た
が
、
泉
州
招
慶
寺
の
静

・
笏

二
禅
徳
に
よ
る

『祖
堂
集
』
(九
五
二
)
は
、
朝
鮮
の
海

印
寺

に
伝
わ
る
高
麗
版
再
彫
大
蔵
経
の
版
木
に
よ

っ
て
、
再
彫
高
麗
大
蔵
経

の
補
版
の

一
部
と
し
て
高
宗
の
三
十
二
年

(
一
二
四
五
)
に
刊

行
さ

れ
た
と
い
う
が
、
目
本
に
伝
存
す
る
高
麗
版
大
蔵
経
は
い
ず
れ
も
補
版
の
部
分
を
含
ま
ず
、
そ
の
存
在
が
知
ら

れ
た
の
は

一
九
二
〇

　　
　

年
代

以
降
で
あ
る
と
い
う
。
と

こ
ろ
で
今
問
題
の
祖
統
説
に
関
し
て
は
、
こ
れ
も

『宝
林
伝
』
と
同
じ
婆
須
蜜
系

の
祖
統
説
を
主
張
し
て

い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。
従

っ
て
柳
田
先
生
も
、
「封
照
表
」
に
は
、
こ
の
系
統
の
資
料
と
し
て
『宝
林
伝

』、
『
聖
冑
集
』、
『祖

堂
集

』、
『傳
燈
録
』
の
四
種
を
挙
げ
、
そ
の
祖
統
説
を
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
こ
の
順
に
従

っ
て
検
討
し
て
み
よ
う

。

ま
ず

『宝
林
伝
』
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
各
巻
毎
に
記
載
さ
れ
た
祖
師
名
を
列
記
す
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

(首
欠
)
世
尊
、
第

一
祖
大
迦
葉

(以
上
巻

一
)、
第

二
祖
阿
難
、
第
三
祖
商
那
和
修
、
第
四
祖
優
波
麹
多
、
第
五
祖
提
多
迦
、
第
六
祖
彌
遮

迦

、
第
七
祖
婆
須
蜜
、
第
八
祖
佛
陀
難
提

(以
下
巻
二
)、
第
九
祖
伏
駄
蜜
多
、
第
十
脇
尊
者
、
第
十

一
祖
富
那
夜
奢

、
第
十

二
馬
鳴
菩
薩
、

第

十
三
祖
砒
羅
尊
者
、
第
十
四
龍
樹
菩
薩
、
第
十
五
祖
迦
那
提
婆
、
第
十
六
祖
羅
喉
羅
多
、
第
十
七
祖
僧
伽
難
提

(以
上
巻
三
)、
第
十
八

祖

伽
耶
舎
多
、
第
十
九
祖
鳩
摩
羅
多
、
第

二
十
祖
閣
夜
多
、
第
二
十

(
一
)
祖
婆
修
盤
頭
、
第

二
十
二
祖
摩
肇
羅

(以
上
巻
四
)、
摩
摯
羅

(続
)、
第

二
十
三
祖
鶴
勒
尊
者
、
第
二
十
四
祖
師
子
比
丘

(以
上
巻
五
)
、
第

二
十
五
婆
舎
斯
多
、
第
二
十
六
祖
不
如
蜜
多

(以
上
巻
六
)、

〔第

(
32

)

(
33

)

二
十
七
祖
般
若
多
羅
、
第
二
十
八
祖
菩
提
達
摩
〕
(以
上
巻
七
は
欠
本
な
る
も
、
巻
六
、
巻
八
に
よ
り
推
定
)
、
菩
提
達
摩

(続
)、
第
二
十
九
祖
可

大
師
、
第
三
十
祖
僧
環
大
師

(以
上
巻
八
)、
〔第
三
十

一
祖
道
信
大
師
、
第
三
十
二
祖
弘
忍
大
師
、
第
三
十
三
祖
慧
能
大
師
〕
(以
上
巻
九
は

欠
本
な
る
も
、
椎
名
宏
雄
先
生
に
よ
る
逸
文
の
研
究
成
果

(註
(33
)参
照
)
に
よ
り
推
定
)、
〔慧
能
大
師

(続
)、
南
嶽
懐
譲
、
永
嘉
玄
覧
、
司
空
本
浄
、

曹
渓
令
轄
、
南
陽
慧
忠
、
荷
澤
神
會
、
石
頭
希
遷
、
馬
祖
道

一
〕
(以
上
巻
+
は
欠
本
な
る
も
、
巻
九
同
様
、
椎
名
先
生
に
よ
る
逸
文
の
研
究
成
果
に

よ
り
推
定
)
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こ

の
よ
う
に
菩
提
達
摩
章
を
含
む
巻
七
、
四
祖
道
信
章
か
ら
六
祖
慧
能
章
に
至
る
巻
九
、
慧
能
と
そ
の
門
下
か
ら

石
頭
、
馬
祖
に
至
る

巻
十

と
い
う
如
く
、
中
国
禅
宗
燈
史
と
し
て
は
最
も
重
要
な
部
分
を
欠

い
て
い
る
こ
と
は
惜
し
ま
れ
る
が
、
西
天
祖
統
説
に
関
し
て
は
、

婆
須
蜜

系
と
い
う
ま

っ
た
く
新
た
な
系
譜
を
確
立
し
た
点
に
大
き
な
意
義
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
見
地
か
ら

「封
照
表
」
を
み

る
な
ら
ば
、
「第

一
祖
大
迦
葉
」
の
前
に

「世
尊
」
を
置
き
、
「第

二
十
二
祖
」
の

「學
羅
」
を

「摩
肇
羅
」
に
改
め
、

「第

二
十
八
祖
菩
提

達
摩

」
に
続
い
て
は
、
「第

二
十
九
祖
可
大
師
」
か
ら

「第
三
十
三
祖
慧
能
大
師
」
ま
で
を
列
記
し
、
そ
の
後
に

「
(
以
下
慧
能
門
下
と
石

頭
、

馬
祖
の
章
あ
り
)」
と
す
れ
ば
実
際
と

一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。

次

は

『
聖
冑
集
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
敦
燈
文
献
に
よ

っ
て
そ
の
内
容
が
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
複

雑
な
様
相
を
呈
し
て

い
る

の
で
そ
の
項
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
、
『祖
堂
集
』
の
検
討
に
移
り
た
い
。
『祖
堂
集
』
の
祖
統
説
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の

は
、
『壇
経
』
で
は

「七
佛
」
の
二
字
し
か
な
か

っ
た

「過
去
七
佛
」
を
具
体
的
に
列
記
し
た
こ
と

で
あ
り
、
従

っ
て
繹
迦
牟
尼
佛
が
第
七

と
な

り
、
以
下
第

一
祖
大
迦
葉
尊
者
か
ら
第

二
十
七
祖
般
若
多
羅
尊
者
を
経
て
第

二
十
八
祖
菩
提
達
摩
和
尚
に
至
る
西
天
祖
統
説
は
、
婆

須
蜜

系

(但
し

『祖
堂
集
』
の
表
記
は
婆
須
麿
)
の
二
十
八
祖
説
が
示
さ
れ
て
い
る
。
更
に
東
土
の
伝
統
説
は
、
第

二
十
九
祖
師
慧
可
禅
師
、
第

三
十
祖
僧
珠
、
第

三
十

一
祖
道
信
和
尚
、
第

三
十
二
祖
弘
忍
和
尚
、
第
三
十
三
祖
恵
能
和
尚
と
い
う
如
く
六
代
の
和
尚
名
が
列
記
さ
れ
、

か
く
し
て
始
め

て
、
過
去
七
佛
、
西
天
二
十
八
祖
、
東
土
六
祖
を

一
貫
し
た
西
天
東
土
の
伝
統
説
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

問
題
は
第
三
十
三
祖
恵
能
和
尚
以
後
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
は

『
祖
堂
集
』

二
十
巻
全
体

の
構
成
を
見
る
必
要

が
あ
る
。
し
か
も
そ

の
全
体
を
知
る
上
で
貴
重
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
、
巻
首
の
著
者
で
あ
る
静

・
笏
二
禅
徳
の
師
に
当
る
泉
州
招
慶
寺
主
浄
修
禅
師

文
燈

の
序
文
に
続
く
海
東
開
版
の
叙
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
二

一
上
名
、
次
第
如
後
」
と
前
置
き
し
て
示
さ
れ
た

「目
次
」
に
相
当
す
る

部
分
が
あ
り
、
そ
の
最
後
に
、
そ
れ
ら
を
総
括
し
て
、

海
東
新
開
印
版
祖
堂
集
、
現
其
本
　
者

二
百
五
十
三
員
、
井
載
於
二
十
巻
、
莫
知
　
者
不
能
具
録
　
。

と
記
載
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
海
東
で
新
た
に
開
版
印
行
さ
れ
た

『
祖
堂
集
』
に
は
、
二
五
三
人
の
伝

が
二
十
巻
に
記
載
さ
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れ
て
い
る
が
、
そ
の
伝
の
知
ら
れ
な
い
者
に

つ
い
て
は
、
具
さ
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
、
と
い
う
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
今
、
そ
の
掲
載
さ
れ
た
人
数
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
恵
能
以
降

の
世
代
数
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

ま
ず
第

一
巻
は
過
去
七
仏
と
第
十
六
羅
喉
羅
ま
で
の
二
十
三
祖
、
第
二
巻
は
第
十
七
僧
伽
難
提
よ
り
第
三
十
三
祖
恵
能
ま
で
の
十
七
祖
、

都
合

四
十
代
ま
で
が
あ
る
。

第

三
巻
は

「四
祖
下
傍
出
」
と
し
て
空
宗
す
な
わ
ち
牛
頭
宗
の
慧
融
第

一
か
ら
鳥
彙
和
尚
に
至
る
九
人
、

「五
祖
下
傍
出
」
と
し
て
北
宗

の
神
秀
和
尚
か
ら
破
竃
堕
に
至
る
八
人
の
後
、
「六
祖
下
出
」
と
し
て
、
思
和
尚
、
荷
澤
和
尚
、
忠
國
師
、
堀
多
三
蔵
、
智
築
和
尚
、
本
浄

和
尚
、

一
宿
畳
和
尚
、
譲
和
尚
の
八
人
を
列
記
し
、
最
後
に

「已
上
八
人
、
第
四
十

一
代
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
八
人
は
、
六

祖
恵
能
下
の
第

一
代
で
あ
り
、
恵
能
は
過
去
七
仏
か
ら
数
え
れ
ば
第
四
十
代
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
れ
ら
恵
能
下

一
代
の
八
人
は
四
十

一

代
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
続
く
第
四
巻
か
ら
第
十
三
巻
ま
で
が
青
原
系
で

「思
和
尚
下
出
」
の
石
頭
和
尚

(四
+
二
代
)
に
始
ま
り
、
「祖
堂

集
巻
第
十
三
」
の
標
題
の
下
に
細
字
に
て
「石
頭
下
巻
第
十
曹
渓
第
八
代
法
孫
」
(石
頭
下
の
巻
第
四
を
第
一
と
す
れ
ば
、
巻
第
士
二
は
第
+
と
な
る
)

と
記
す
よ
う
に
、
曹
渓
恵
能
下
で
い
え
ば
第
八
代

(四
+
八
代
)
ま
で
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
第
十
四
巻
か
ら
最
後
の
第
二
十
巻

ま
で
が
南
嶽
系
で
、
「六
祖
能
大
師
下
出
」
の
譲
和
尚

(四
+
一
代
)、
「譲
和
尚
下
出
」
の
馬
祖

(四
+
二
代
)
に
始
ま

り
、
「祖
堂
集
巻
第

二

十
」

の
標
題
の
下
に
細
字
に
て

「江
西
下
巻
第
七
曹
渓
第
六
代
法
孫
」
(江
西
下
の
巻
第
+
四
を
第

一
と
す
れ
ば
、
巻
第
二
+
は
第
七
と
な
る
)
と
記

す
よ
う
に
、
曹
渓
恵
能
下
で
い
え
ば
第
六
代

(四
+
六
代
)
ま
で
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
実
際
に

「目
次
」

の
方
を
見
る
と
、

第
六
代
の
灌
渓
和
尚
の
後
に

「灌
渓
下
出
」
の
後
魯
祖
、
隠
山
和
尚
、
興
平
和
尚
、
米
領
和
尚
を
列
記
し
、
「第
四
十
七
代
世
」
と
註
記
す

る
。
し
か
し
本
文
を
見
る
と
灌
渓
下
に
出
た
の
は
最
初

の
後
魯
祖
の
み
で
、
他

の
三
人
の
和
尚
は
い
ず
れ
も
石
頭
下
の
洞
山
和
尚
と

の
問

答
が
記
さ
れ

て
お
り
、
第
七
代

(四
+
七
代
)
は
後
魯
祖

一
人
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
従

っ
て
、
『
祖
堂
集
』
は
、
六
祖
恵
能
下
に

つ
い
て
は

青
原
系
八
世
、
南
嶽
系
七
世
ま
で
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
「封
照
表
」
の

「第

三
十
三
祖
恵
能
」
の
後
に
、
「
(以
下
青
原

系
八
世
、
南
嶽
系
七
世
ま
で
の
祖
師
伝
あ
り
)」
と
記
載
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
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最
後

に
北
宋

の
道
原
の
撰
述
に
な
る

『景
徳
傳
燈
録
』
(
一
〇
〇
四
)
三
十
巻
に
示
さ
れ
た
西
天
東
土
の
祖
統
説
に

つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

こ
の
書

の
特
色
と
し
て
は
、
各
巻
の
最
初
に
そ
の
巻
に
記
載
す
る
祖
師
名
と
人
数

(見
録
と
労
出
を
内
訳
に
て
示
す
)
を
目
次
と
し
て
掲
げ

て
い

る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
極
め
て
詳
細
で
あ
る
だ
け
に
、
ま
た
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
の
全
体
に

つ
い
て
最
も
簡
に
し

て
要
を
得
た
記
述
を
求
め
る
な
ら
ば
、
宰
相
楊
億
の
撰
し
た

「序
文
」
中
の
左

の
章
句
で
あ
る
。

　お
　

由
七
佛
、
以
至
大
法
眼
之
嗣
凡
五
十

二
世

一
千
七
百

一
人
、
成
三
十
巻
、
目
之
日
景
徳
傳
燈
録
。

す
な
わ
ち
こ
れ
に
よ
り
、
(過
去
)
七
佛
由
り
、
大
法
眼
の
嗣

(続
者
)
凡
そ
五
十
二
世

】
千
七
百

一
人
に
至
る
を
以

っ
て
、
三
十
巻
と
成

な
つ

し
、
目
け
て

『景
徳
傳
燈
録
』
と
日
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で

「凡
そ
五
十
二
世
」
と
数
え
る
根
拠
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
『景
徳
傳
燈
録
』
(以
下
『伝
燈
録
』)
の
内
容
を
巻
数
に
よ

っ

て
大
別
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
第

一
巻
が
七
佛
と
第

一
祖
摩
詞
迦
葉
よ
り
第
十
四
祖
龍
樹
大
士
ま
で
の

「七

佛
天
竺
祖
師
」
、
第
二
巻
が
第
十
五
祖
迦
那
提
婆
よ
り
第
二
十
七
祖
般
若
多
羅
ま
で
の

「天
竺
三
十
五
祖
、
内

一
十
三
祖
見
録
、
内

二
十
二

祖
労
出
無
録
」
、
第
三
巻
が
第
二
十
八
祖
菩
提
達
摩
よ
り
第
三
十
二
祖
弘
忍
大
師
ま
で
の

「中
華
五
祖
井
労
出
尊
宿
共

二
十
五
人
」、
第
四

巻
が

「第
三
十

一
祖
道
信
大
師
法
嗣
共

一
百
八
十
三
人
」
と
し
て
、
牛
頭
宗

の
六
祖
と
そ
の
傍
出
、
「第
三
十
二
祖
忍

大
師
五
世
傍
出

一
百

七
人
」
と
し
て
北
宗
の
神
秀
、
慧
安
、
道
明
と
そ
の
法
嗣
、
「前
益
州
無
相
禅
師
法
嗣
五
人
」
と
し
て
保
唐
宗

の
無
住
と

い
う
よ
う
に
、
南

宗
の
慧

能
以
外
の
傍
系
に

つ
い
て
述
べ
る
の
は
、
先
の

『祖
堂
集
』
の
巻
三
と
同
じ
発
想
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

続
く
第
五
巻
が
第

三
十
三
祖
慧
能
大
師
と
そ
の
法
嗣
四
十
三
人

(
一
+
九
人
見
録
、
一
+
人
労
出
)、
第
六
巻
か
ら
第
十

三
巻
ま
で
が

「南
嶽

懐
譲
禅

師
法
嗣
」
で
、
第
六
巻
の

「懐
譲
禅
師
第

一
世
」

の
江
西
道

一
禅
師
に
始
ま
り
、
第
十
三
巻

の

「懐
譲
第
九
世
」

の
扮
州
善
昭
禅

師
に
至
る
南
嶽
系
の
祖
師
伝
、
第
十
四
巻
か
ら
第

二
十
六
巻
ま
で
が

「吉
州
清
原
山
行
思
禅
師
法
嗣
」
で
、
第
十
四
巻
の

「行
思
禅
師
第

一
世
」

の
石
頭
希
遷
大
師
に
始
ま
り
、
第
二
十
六
巻

の

「行
思
禅
師
第
十

一
世
」
の
長
壽
第

二
世
法
齊
禅
師
に
至
る
青

原
系
の
祖
師
伝
で
、

第
三
十

三
祖
慧
能
大
師
下
の
伝
燈

の
祖
師
伝
を
終

っ
て
い
る
。
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以
上
の
考
察
か
ら

「凡
そ
五
十
二
世
」
を
類
推
す
る
な
ら
ば
、
過
去
七
仏

(七
)、
西
天
二
十
八
祖

(二
八
)、
東
土

六
祖

(六
)
の
内
、
菩

提
達

磨
の
重
複
を
除
く
と
慧
能
ま
で
が
四
十
世
、
そ
れ
に
南
嶽
系
は
懐
譲
を
含
め
れ
ば
十
世
、
青
原
系
は
行
思
を
含

め
れ
ば
十
二
世
と
な

る
か
ら
、
数
の
多

い
十
二
世
を
足
し
て
五
十

二
世
と
数
え
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
見
地
か
ら

「封
照
表
」
の

『伝
燈
録
』
に
つ
い
て
い
え

ば
、
正
確
に
記
載
さ
れ
た
第
三
十
三
祖
慧
能
大
師
ま
で
の
祖
師
名
に
続

い
て
、
「
(以
下
南
嶽
系
十
世
、
青
原
系
十
二
世
ま
で
の
祖
師
伝
あ

り
)
」
と
記
載
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

七

敦
燈
の
新
祖
統
説
資
料
H

ー

『付
嘱
法
蔵
伝
略
抄
』
と
関
連
諸
資
料

今
迄
取
り
上
げ
て
き
た
祖
統
説
資
料
の
中
に
も
、
神
会

の

『定
是
非
論
』
(七
三
二
)、
保
唐
宗
系
の

『
歴
代
法
宝
記
』
(七
七
四
)、
慧
能

の

禅
法
を
伝
え
た
敦
捏
本

『壇
経
』
(七
九
〇
頃
)
の
如
く
、
敦
燵
か
ら
出
現
し
た
祖
統
説
資
料
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
研
究
に

よ

っ
て
そ
れ
等
以
外
に
も
禅
宗
祖
統
説
に
関
す
る
新
資
料
が
敦
煙
文
献
の
中
に
種

々
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
に

至
り
、
そ
れ
等
に
つ

い
て
は
、
私
の

『敦
燵
禅
宗
文
献

の
研
究
』
の

「第

一
章

伝
燈

・
嗣
承
に
関
す
る
諸
文
献
」
、
及
び

「第
六
章

余
論
ロ
ー
禅
宗
伝
燈
説

を
め
ぐ
る
諸
問
題
1
」
と

「第
七
章

余
論
日
-
禅
宗
伝
燈
説
の
歴
史
的
展
開
1
」
の
中
に
詳
述
済
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
こ
で
は
、

「敦
煙

の
新

祖
統
説
資
料
」
と
銘
打

っ
て
は
い
る
も
の
の
、
"今
日
ま
で
ま

っ
た
く
知
ら
れ
な
か

っ
た
新
資
料
"
の
意
味
で
は
な
く
し
て
、
本
小
論

の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
も
示
し
た
通
り
、
柳
田
先
生
が

『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』
の
付
録
と
し
て
作
成
さ
れ
た

「禅
宗
東
西
祖
統
封
照
表

」

に
対

し
て
、
そ
れ
以
後
に
発
見
紹
介
さ
れ
た
敦
煙
資
料
の
意
味
で
あ
る
。
以
下
お
よ
そ
そ
の
成
立
の
順
に
従

っ
て
検

討
す
る
こ
と
に
し
た

い
。ま

ず
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
が

『付
嘱
法
蔵
伝
略
抄
』
と
題
す
る
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
は
首
尾
を
欠
く
北
京
本
鍼

二
九
と
、
そ
の
完
本

で
あ

る
P
三
九

一
三
に
存
在
す
る
が
、
そ
れ
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
ま
ず
柳
田
先
生
が
S
四
四
七
八
の

『聖
冑
集
』
の
発
見

紹
介

に
因
ん
で
、
許
国
森
編

の

『敦
煙
雑
録
』
下
輯
に
収
め
る

「唐
末
禅
宗
雑
記
付
法
事
」
と
擬
題
さ
れ
た
北
京
本
鍼

二
九
の
中
に
、
『聖
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冑
集
』
の
別
本
の
存
在
す
る
こ
と
を
報
じ
ら
れ
、
続

い
て
私
が
鍼

二
九
の
尾
部
に
連
続
す
る
も
の
に
S
二

一
四
四
の
存
在
す
る
こ
と
を
報

　　

告
し
、
そ
の
後
更
に
昭
和
四
十
七
年

(
一
九
七
二
)
夏
の
パ
リ
国
立
図
書
館
で
の
実
地
調
査
に
よ

っ
て
、
北
京
本
鍼

二
九
と
S
一=

四
四
を

含
む
完
全
な
テ
キ

ス
ト
が
P
三
九

=
二
に
存
在
す
る
こ
と
を
発
見
し
、
そ
の
本
文
を

「偽
作

の
密
教
文
献
に
顕
わ
れ
た
禅
宗
祖
統
説
ー
敦
煙

　お
　

出
土
ペ
リ
オ
本
三
九

一
三
号
の
紹
介
1
」
e
口
と
題
す
る
論
文
に
て
公
に
し
た

こ
と
に
よ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
P
三
九

=
二
は
、
次
項
で
取
り

上
げ

る

『聖
冑
集
』
と

『
壇
法
儀
則
』
の
中
心
的
な
資
料
で
あ
り
、
詳
細
は
次
項
で
述
べ
る
が
、
今
は

『
付
嘱
法
蔵
伝
略
抄
』
が
、
P
三

九

=
二
に
よ

っ
て
そ
の
全
容
を
明
ら
か
に
し
た
偽
作

の
密
教
文
献

の
末
尾
に
存
す
る

「付
法
蔵
品
部
第
三
十
五
」
を
構
成
す
る
六
種
の
内

の
第

三
部
分
に
相
当
す
る
こ
と
だ
け
を
確
認
し
、
直
ち
に
具
体
的
内
容
に
入
る
こ
と
に
し
た
い
。

『付
嘱
法
蔵
伝
略
抄
』
は
、
読
ん
で
字
の
如
く

『付
法
蔵
伝
』
を

「略
抄
」
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
独

の
も

の
で
は
な
く
、
「
(ホ

時
)
佛

初
興
世
時
及
付
嘱
法
蔵
伝
略
抄
井
法
住
記
」
と

い
う
標
題
が
示
す
通
り
、
ま
ず
釈
迦
牟
尼
如
来
の
託
胎
、
降
誕
、
出
家
、
成
道
、
入

滅
の
事
跡
と
、
そ
れ
が
該
当
す
る
中
国
の
周
代
の
王
朝
に
お
け
る
年
月
日
と
を
記
し
た

『
佛
初
興
世
時

〔記
略
抄
〕
』

が
あ
り
、
次

い
で
、

世
尊

の
大
法
蔵
が
付
嘱
さ
れ
た
次
第
を
述
べ
た

『付
嘱
法
蔵
伝
略
抄
』
が
説
示
さ
れ
、
最
後
に
仏
の
生
ま
れ
た
中
天
竺
迦
砒
羅
衛
国
が
仏

法
に
よ

っ
て
繁
栄
す
る
こ
と
を
述
べ
た

『
法
住
記
略
抄
』
を
結
び
と
す
る

一
連

の
も
の
の

一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

『
佛
初
興

世
時

〔記
略
抄
〕
』
と
『付
嘱
法
蔵
伝
略
抄
』
と
の
問
に
あ
る
次

の
よ
う
な
記
載
に
よ

っ
て
、
こ
の
書

の
成
立
年
代
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。

大
師
滅
度
以
来
、
至
唐
朝
高
宗
皇
帝
世
永
徽
五
年
甲
寅
歳
之
計

一
千
七
百
廿
二
年
。
従
永
徽
五
年
至
天
寳
十
五
載
計

一
百
三
年
　
。

　　
　

土
ハ
已
前
都
計

一
千
入
百
廿
五
年
。
降
誕
將
成
道
及
滅
度
所
有
漿
磨
瑞
相
、
姫
周
書
異
記
中
當
廣
説
。

『
佛
初
興
世
時

〔記
略
抄
〕
』
に
よ
れ
ば
、
大
師
す
な
わ
ち
釈
迦
牟
尼
如
来
の
滅
度
は
、
「周
の
穆
王
の
五
十
年
壬
申
之
歳
」
と
あ
り
、

穆
王

の
時
世
は
B
C

一
〇
〇

一
ー
B
C
九
四
七
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
五
十
年
は
B
C
九
五
二
年
と
な
る
。
ま
た
唐

朝
高
宗
の
永
徽
五
年

は
A
D
六
五
四
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
合
計
は

一
千
六
百
六
年
と
な
り
、
本
文
に
あ
る

一
千
七
百
二
十
二
年
と
は
百
十
六
年

の
隔
た
り
が

あ
る
。
ま
た
天
宝
十
五
年
は
A
D
七
五
六
年
で
あ
る
か
ら
、
永
徽
五
年
か
ら
は
百
二
年
で
あ

っ
て
、
こ
れ
も
本
文
に
あ
る

一
百
三
年
と
は
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一
致

せ
ず
、
総
計

一
千
入
百
十
五
年
と
あ
る
の
も
、
実
際
は

一
千
七
百
八
年
で
百
十
七
年

の
隔
り
が
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
紀
年
は
、
実
際

と
は
必
ず
し
も

一
致
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
永
徽
五
年

(六
五
四
)
と
い
い
、
天
宝
十

五
載

(七
五
六
)
と
い

う
の
は
、
こ
の
書
の
成
立
と
直
接
関
係
す
る
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
永
徽
五
年
を
持
ち
出

し
た
こ
と
は
、
そ
れ

な
り

の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
今

の
所
そ
の
理
由
を
見
出
し
得
な
い
。
し
か
し
今

一
つ
の
天
宝
十
五
載

の
紀

年
は
、

こ
れ
に
先
立

つ
第
二
部
分
の

『
聖
冑
集
』
巻

一
の
末
尾
の
記
載
と
同
様
に
、
こ
の
書
の
成
立
年
代
を
示
す
も

の
と
考
え
る
。
も
し

そ
う
だ
と
す
る
と
、
既
に
検
討
し
た

『故
左
渓
大
師
碑
』
(七
五
四
)
の
二
年
後
、
続
く

『
歴
代
法
宝
記
』
(七
七
四
)
に
先
立

つ
こ
と
十
八
年

の
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
し
か
も

『
故
左
渓
大
師
碑
』
に
は
具
体
的
祖
師
名
が
な
い
だ
け
に
、
こ
の
書
の
出
現

は
極
め
て
価
値
あ
る

も
の
と

い
え
よ
う
。
今
、
そ
の
祖
統
説
を
示
せ
ば
次

の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
、

依
如
付
法
蔵
傳
、
依
如
是
説
。

と
あ

る
か
ら
、
こ
の
書
が

『
付
法
蔵
伝
』
に
依

っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
次
の
系
譜
が
示
さ
れ
る
。

世
尊
-
摩
詞
迦
葉
-
阿
難
口
床
犀

商
那
和
修
ー
優
婆
鞠
多
ー
提
多
伽
ー
彌
遮
迦
-
伏
陀
難
提
1
伏
施
蜜
多
ー
脇
比
丘
ー
富
那
舎

-
馬
鳴
菩
薩
ー
砒
羅
-
龍
樹
菩
薩
ー
迦
那
提
婆
菩
薩
ー
羅
喉
羅
-
僧
伽
難
提
ー
僧
伽
耶
舎
ー
鳩
摩
羅
駄
-
閣
夜
多
ー
婆
修
盤
陀
-
摩
學

羅
i
鶴
勒
那
夜
奢
ー
師
子
比
丘

尚

こ
の
後
に
細
字
讐
行

の
爽
註
に
て
、
彌
羅
堀
王
の
破
仏
に
よ

っ
て
付
法
人
の
絶
え
た
こ
と
を
述
べ
、
更
に

「展
轄
相
付
、
付
有
十
四

人
、
於
後
便
絶
。
當
滅
後

一
千
載
　
。
」
と
い

っ
て
、
こ
れ
が
結
び
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

「付
す
る
に

二
十
四
人
有
り
」
と

い
う

の
は
、
末

田
底
伽
を
加
え
た
数
を
い

っ
た
も
の
で
あ
り
、
天
台
智
頻
の

『摩
詞
止
観
』
と
同
様
に
、
本
来
は
二
十
三
祖
説
に
た

つ
も

の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
の

『
付
嘱
法
蔵
傳
略
抄
』
そ
の
も
の
は
、
文
字
通
り

『付
法
蔵
伝
』

の

「略
抄
」
で
あ

っ
て
、
内
容
的
に
は
特

に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ

『仏
初
興
世
時

〔記
略
抄
〕
』
、
『法
住
記

〔略
抄
〕
』
と
連
続
し
た

一
連

の
仏
法
の
相
承
を
記
し
た
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資
料
が
、
八
世
紀
の
中
頃
に
作
成
さ
れ
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
、
貴
重
な
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の

一
連
の
仏
法
相
承
資
料
、
す
な
わ
ち
三
種
の

『
略
抄
』
が
、
そ
の
成
立
の
天
宝
十
五
載

(七
五
六
)
の
十
年
後
に
当
る

大
唐
永
泰

二
年

(七
六
六
)
丙
午
歳
に
至

っ
て
、
更
に
抄
録
さ
れ
た
文
献
が
、
S
五
九
八

一
、
P
二
七
九

一
、
P
三
二

}
二
に
存
在
す
る
こ

と
が
知
ら
れ
、
P
二
七
九

一
を
底
本
と
し
て
他
の
二
本
を
校
定
し
た
本
文
は
、
先

の
P
三
九

=
二
を
底
本
と
し
て
鍼

二
九
を
対
校
し
た

『略

お
　

抄
』
の
本
文
と
対
照
し
て
、
私
の

『敦
焼
禅
宗
文
献

の
研
究
』
に
掲
載
済
で
あ
る
。
今
こ
の

『
略
抄
』

の
抄
録
に
仮

り
に

『略
抄
砂
』
の

擬
題
を
付
し
、
『
略
抄
砂
』
(擬
)
と
し
て
以
下
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
尚
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
先
に
敦
燵
本

『
壇
経
』
が
弥
遮
迦
を

欠
く
祖
統
説
で
あ
る
こ
と
の
前
例
と
し
て
挙
げ
て
お
り
、
そ
れ
が
法
相
宗
で
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
後
に
検
討
し
た

い
。ま

ず

こ
の

『略
抄
紗
』
(擬
)
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
先
の

『
略
抄
』

の
紀
年
と
同
様
に
、
次
の
紀
年
に
関
す
る
記
述
が

『
付
法
蔵
伝
』

の

『
略
抄
砂
』
(擬
)
の
前
に
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
　

大
師
三
蔵
滅
度
壬
申
年
巳
來
、
至
大
唐
永
泰
式
年
丙
午
歳
、
計
當
壼
千
捌
百
七
十
載
。

大
師
す
な
わ
ち
釈
迦
牟
尼
佛
が
滅
度
し
た
の
を

「壬
申
歳
」
と
し
た
の
は
、
『略
抄
』
の

「周
穆
王
五
十
年
壬
申
之

歳
」
を
抄
録
し
た
も

の
で
、

B
C
九
五
二
年
に
当
り
、
大
唐
永
泰
二
年
丙
午
歳
は
A
D
七
六
六
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
合
計
は

一
千
七
百
十
八
年
と
な
り
、
本

文
に
あ
る

一
千
八
百
七
十
年
と
は
百
五
十
二
年
の
隔
り
が
あ
り
、
前
回
同
様
こ
の
紀
年
を
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
大
唐
永
泰
二

年

(七
六
六
)
は
、
こ
の
書
の
成
立
年
代
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
天
台
系
の

『
故
左
渓
大
師
碑
』
(七
五
四
)
と
禅

の
保
唐
宗
系
の

『
歴
代
法
宝
記
』
(七
七
四
)
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
位
置
す
る
新
資
料
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
法
相
宗
系
で
の
成
立

と
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
第

一
に
、・
優
婆
鞠
多
章
の
中
で
大
乗
教
の
両
宗

へ
の
分
派
を
述
べ
る
際
に
、
『
略
抄
』
で
は

「南
宗
依
大
般
若
経

十
八
空
宗
三
性
教
以
為
了
義
。」
と
い

っ
て
、
南
宗
す
な
わ
ち
中
観
派
に
つ
い
て
は
そ
の
拠
り
所
を
明
確
に
し
て
い
る

の
に
、
北
宗
す
な
わ

ち
鍮
伽
行
派
に
つ
い
て
は
そ
の
名
も
拠
り
所
も
省
略
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
略
抄
砂
』
(擬
)
で
は
、
南
宗
に
つ
い
て
は
同

一
で
あ
る
が
、
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北
宗

に
つ
い
て
は

「
二
者
北
宗
。
依
解
深
密
経
判
三
時
教
以
為
了
義
。」
と
し
て
、
玄
弊
門
下
で
法
相
宗

の
大
成
者
で
あ
る
基
の
三
時
教

の

教
判

に
依
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
脇
比
丘
章
の

「佛
滅
度

の
時
よ
り
四
百
年
」
の
記
事
の
出
典
を
、
『略
抄
』
は

『
西

方
國

記
』
と
す
る
の
に
対
し
、
『
略
抄
砂
』
(擬
)
は
玄
弊
の
旅
行
記

の

『
西
域
記
』
と
し
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、

『略
抄
砂
』
(擬
)
と
土
ハ

に
、
『
法
住
記

〔略
抄
〕
』
の
後
に

『
阿
含
経
』
(『略
抄
』
が
こ
れ
を

『金
剛
峻
利
聖
経
』
と
す
る
の
は
、
後
述
す
る
密
教
に
よ
る
更
な
る
改
変
に
よ
る
)
に

よ

っ
て
、
『世
尊
上
古
相
承
種
族
』
と
題
す
る

「佛
国
土
曾
祖
父
母
春
属
兄
弟
身
量
生
日
大
意
」
を
内
容
と
す
る
文
章
を
付
し
、
『略
抄
』

は
こ
れ
で
完
結
す
る
の
に
対
し
、
『
略
抄
砂
』
(擬
)
で
は
、
そ
の
後
に

「解
深
密
経
疏
云
。
」
と
し
て
、
烏
曇
抜
樹
の
花
と
釈
尊
の
生
涯
と

の
因
縁
諦
の
引
用
が
あ
り
、
こ
れ
も
玄
弊
に
よ

っ
て
漢
訳
さ
れ
た

『
解
深
密
経
』
に
対
す
る
門
人
円
測
に
よ
る
註
釈
書

の
引
用
と
み
ら
れ

る
こ
と
等
に
よ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
て

『
略
抄
紗
』
(擬
)
の
祖
統
説
を
見
て
み
よ
う
。

世
尊
i
摩
詞
迦
葉
1
阿
難
H
摩
旧
提
「1
商
那
和
修
-
憂
波
麹
多
-
提
多
伽
ー

(弥
遮
迦
な
し
)
1
伏
陀
難
提
-
伏
施
蜜
多
ー
脇
比
丘
ー
富

那
奢
ー
馬
鳴
菩
薩
ー
砒
羅
ー
龍
樹
菩
薩
ー
提
婆
菩
薩
ー
羅
喉
羅
ー
僧
伽
難
提
ー
僧
伽
耶
舎
ー
鳩
摩
羅
駄
ー
闊
夜
多
ー
婆
修
盤
陥
-
摩
華

羅
ー
鶴
勒
那
夜
奢
ー
師
子
比
丘

こ
こ
で
は

「提
多
迦
付
嘱
伏
陥
難
提
」
と
い
っ
て
弥
遮
迦
を
欠
く
が
、
そ
れ
以
外
は

『付
法
蔵
伝
』
と

一
致
し
、
結
果
的
に
は
師
子
比

丘
が
第

二
十
二
祖
、
摩
田
提
を
加
え
て
も
二
十
三
説
と
な

っ
て

一
代
不
足
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
『
略
抄
』
は

『
佛
初
興
世
時

〔記
〕
』
『付
嘱
法
蔵
伝
』
『法
住
記
』
の
三
種

の
文
献
の
各

「略
抄
」
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る

が
、
最
初
の

『
佛
初
興
世
時

〔記
〕
』
に
代

っ
て
、
仏
十
大
弟
子
と
イ
ン
ド

・
中
国
の
高
僧

の
因
縁
記
や
讃
文
を
掲
げ

、
そ
れ
と

『付
法
蔵

伝
』
を
抄
録
し
た
文
章
、
例
え
ば
具
体
的
に
は
、

「第

十
四
代
付
法
蔵
人
聖
者
提
婆
菩
薩
」
の
標
題

『付

法
蔵
伝
』
巻
六
迦
那
提
婆
章

の
抄
録
の
本
文
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「聖
者
羅
喉
羅
従
尊
者
提
婆
菩
薩
受
付
嘱
時
」

の
章
句

の
如

き
三
種
を
構
成
要
素
と
す
る
文
章
か
ら
な
る

一
連

の
テ
キ
ス
ト
が
、
敦
煙
文
献
中
に
数
多
く
存
在
す
る
。
本
小
論

の
序
に
述
べ
た
通

り
、
私
が
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な

っ
て
最
初
に
発
表
し
た
研
究
論
文
で
扱

っ
た
資
料
も
、
実

は
こ
の

一
連

の
テ
キ

　ま

ス
ト

の

一
部
で
あ
り
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
既
に
私
の

『敦
煙
禅
宗
文
献

の
研
究
』
に
公
表
済
で
あ
る
が
、
今
、
そ
の

所
在

を
示
せ
ば
、
S
二
六
四
V
、
S
二
七
六
V
、
S
三
六
六
V
、
S

一
〇
五
三
V
、
P
二
六
八
〇
V
、
P
二
七
七
四
V
、
P
二
七
七
五
、

P
二
七
七
六
V
、
P
二
九
七

一
、
P
三
三
五
五
V
、
P
三
五
七
〇
V
、
P
三
七
二
七
V
、
P
四
九
六
八
、
L
二
六
四

一
、
L
二
九
四
七
の

一
五
種
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
拙
著

の
刊
行
以
前
の
調
査
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
例
え
ば

ス
タ
イ
ン
本
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の

後
に
公
開
さ
れ
た
S
八
七
五
八
、
S
九
四
〇
七
、
(こ
の
両
者
は
本
貿
同

一
本
で
あ
っ
た
も
の
が
上
下
に
分
断
さ
れ
た
も
の
)、
S

一
〇
〇
五
七
、
S

一

一
九
六
八
等
が
、
い
ず
れ
も
ご
く
短

い
断
片
な
が
ら
先
の
諸
文
献
と

一
連
の
も
の
と
み
ら
れ
、
更
な
る
検
討
が
必
要

で
あ
る
と
思
考
さ
れ

る
。し

か
し
て
こ
れ
ら

一
連

の
テ
キ
ス
ト
は
、
い
ず
れ
も
断
片
的
で
あ
り
、
し
か
も
紙
背
文
書

(v
)
が
極
め
て
多

い
こ
と
が
そ
の
特
色
と
し

て
知
ら
れ
、
特
に
そ
の
標
題
を
明
ら
か
に
し
得
な

い
こ
と
は
、
誠
に
残
念
な

こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
今
問
題
の

『
付
法
蔵
伝
』
の
抄
録
部

分
に
関
し
て
は
、
各
テ
キ
ス
ト
の
断
片
的
記
述
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
全
体
像
を
浮
ぴ
あ
が
ら
せ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
り
、

特
に
、
第
三
代
商
那
和
修
よ
り
、
途
中
破
損
に
よ
る
不
明
箇
処
こ
そ
あ
る
が
、
第
廿
四
代
師
子
比
丘
ま
で
を
列
記
す
る
P
二
七
七
五
が
あ

る
か
ら
し
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
こ
の
資
料
の
祖
統
説
を
示
せ
ば
、
次
の
如
く
に
な
る
。

大
迦
葉
波
-
阿
難
陀
ー
商
那
和
修
-
優
波
麹
多
-
提
多
伽
i
弥
遮
迦
-
伏
陥
難
提
-
伏
陥
蜜
多
i
脇
比
丘
-
富
那
奢
-
馬
鳴
菩
薩
-

比
羅
-
龍
樹
菩
薩
i
提
婆
菩
薩
-
羅
喉
羅
i
僧
伽
難
提
ー
羅
嘆
地
丘
1
僧
伽
耶
舎
-
鳩
摩
羅
駄
-
閣
夜
多
-
婆
修
盤
随
i
摩
奴
羅
-
鶴

勒
那
夜
奢
-
師
子
比
丘
ー
舎
那
波
斯
1
優
婆
掘
須
婆
蜜
1
僧
伽
羅
叉
-
菩
提
達
摩
多
羅

そ

し
て
ま
た
、
こ
の

一
連

の
テ
キ
ス
ト
の
師
子
比
丘
以
降
を
有
す
る
P
二
七
七
六
V
に
よ
れ
ば
、
「第
廿
四
代
付
法
蔵

人
聖
者
師
子
比
丘
」
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章
に
お
い
て
は
、
そ
の
末
尾
に

『
付
法
蔵
伝
』
に
は
な
い

「其
王

(彌
羅
掘
王
)
生
悔
故
、
請
舎
那
波
斯
、
再
興
正
法
、
外
道
宗
典
、
駈
令

出
國
。
因
弦
帥
子
地
丘
教
法
、
更
惇
匹
代
。」
の
句
を
加
え

て
、
師
子
比
丘
の
教
法
が
更
に
四
代
に
伝
わ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
次

の

「第
廿
五
代
付
法
蔵
人
聖
者
舎
那
波
斯
」
章
で
は
、
『
付
法
蔵
伝
』
に
変
え
て

『歴
代
法
宝
記
』
を
用
い
て
そ
れ
を
抄
録
し
、
或
い
は
付
法

に
関
す
る
部
分
を
付
加
し
つ
つ
、
そ
の
末
尾
に

つ
い
て
は
、
『
歴
代
法
宝
記
』
が
、

舎
那
波
斯
付
嘱
優
婆
掘
。
優
婆
掘
付
嘱
須
婆
蜜
多
。
須
婆
蜜
多
付
嘱
僧
伽
羅
叉
。
僧
伽
羅
叉
付
嘱
菩
提
達
摩
多
羅
。
西
國

二
十
九
代
、

除
達
摩
多
羅
即
二
十
八
代
也
。

と
し

て
い
る
の
に
対
し
、
そ
れ
を
、

舎
那
波
斯
所
作
已
畢
、
付
嘱
優
婆
掘
須
婆
蜜
。
優
婆
掘
須
婆
蜜
付
嘱
僧
伽
羅

〔叉
〕
。
僧
伽
羅
叉
付
嘱
菩
提
達
摩
多
羅
。
前
後
相
付
廿

八
代
事
有
本
傳
。

と
改
め
、
最
後
に
は
こ
の

一
連

の
テ
キ
ス
ト
の
定
型
で
あ
る
結
び
の
言
葉
、
「聖
者
優
婆
掘
須
婆
蜜
、
従
尊
者
舎
那
波
斯
受
付
嘱

一
代
教
時
」

を
細
字
讐
行

で
付
し
て
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の

一
連
の
テ
キ
ス
ト
に
示
さ
れ
た

『付
法
蔵
伝
』
の
抄
録
は
、
上
記
の
祖
統
説
に
よ

っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第

三
代

摩
田
提

(末
田
地
)
を
欠
く

一
方
、
第
十
六
代
僧
伽
難
提
章
に
出
現
す
る
羅
漢
な
る
人
物
を
第
十
七
代
付
法
蔵
人
に
仕
立
て
上
げ
、
そ
の
結

果
、
第
十
七
代
僧
伽
耶
舎
以
下
が

一
代
ず

つ
繰
り
下
り
、
本
来
第
二
十
三
代

で
あ
る
師
子
比
丘
が
第

二
十
四
代
と
な

り
、
そ
の
後
は

『
歴

代
法
宝
記
』
の
舎
那
婆
斯
以
下
菩
提
達
摩
多
羅
に
至
る
五
代
を
あ
え
て
四
代
に
す
る
た
め
に
、
優
婆
掘
と
須
婆
蜜
の

二
人
を
結
合
し
て
優

婆
掘

須
婆
蜜
な
る
人
物
を
作
り
上
げ
、
大
迦
葉
波
よ
り
菩
提
達
摩
多
羅
に
至
る
舎
那
波
斯
系
の
新
た
な
西
天
二
十
八
祖
説
を
確
立
し
た
の

で
あ

る
。
尚
、
こ
の

一
連
の
テ
キ
ス
ト
の
中
の
P
二
九
七

一
に
は
、
石
窟

の
壁
面
に
彫
像
さ
れ
た
祖
師
名
を
列
記
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の

が
あ

り
、
「東
壁
」
と
し
て
、
第

一
須
菩
提
か
ら
第
六
羅
巌
羅
ま
で
の
佛
十
大
弟
子
、
第
七
閣
夜
多
か
ら
第
十

一
師
子
比
丘
ま
で
の
西
天
の

祖
師
、
第
十
二
達
摩
祖
師
か
ら
、
第
十
三
恵
可
禅
師
、
第
十
四
環
禅
師
、
第
十
五
信
禅
師
、
第
十
六
弘
忍
禅
師
、
第

十
七
能
大
師
ま
で
の


